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建設環境委員会会議録 

 

平成２７年９月１５日 火曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 １時５０分閉議（実時間１６３分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第７８号・平成２７年度八代市一般会

計補正予算・第５号（関係分） 

１．議案第８９号・平成２７年度八代市一般会

計補正予算・第６号（関係分） 

１．議案第８２号・平成２７年度八代市下水道

事業会計補正予算・第１号 

１．議案第９１号・平成２７年度八代市下水道

事業会計補正予算・第２号 

１．議案第８３号・契約の締結について（南川

橋梁上部工建設工事（２７－１）） 

１．所管事務調査 

 ・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

 ・生活環境に関する諸問題の調査 

  （環境センター建設事業の進捗状況につい

て） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  成 松 由紀夫 君 

副委員長  太 田 広 則 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  庄 野 末 藏 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  前 川 祥 子 君 

委  員  幸 村 香代子 君 

 

※欠席委員 山 本 幸 廣 君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

市民環境部 

 市民環境部次長  湯 野   孝 君 

 環境ｾﾝﾀｰ建設課長 山 口 敏 朗 君 

 環境ｾﾝﾀｰ建設課主査 田 島 雄一郎 君 

 廃棄物対策課長  山 口   修 君 

 廃棄物対策課長補佐 坂 口 初 美 君 

建設部長      市 村 誠 治 君 
 
 建設部総括審議員 
          植 野 幹 博 君 
 兼次長 
 

 建築住宅課長   宮 端 晋 也 君 

 下水道総務課長  古 田 洋 治 君 

 下水道建設課長  福 田 新 士 君 
 
 下水道建設課長補佐 
          南   浩 一 君 
 兼水処理ｾﾝﾀｰ場長 
 

 都市整備課長   西   竜 一 君 

財務部長      岩 本 博 文 君 
 
 財務部首席審議員 
          山 本 洋 治 君 
 兼契約検査課長 
 

                              

○記録担当書記    岩 﨑 和 平 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、皆さん

おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり） 

 定刻となり定足数に達しましたので、ただい

まから建設環境委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第７８号・平成２７年度八代市一般会計

補正予算・第５号（関係分） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは最初に、

予算議案の審査に入ります。 

 まず、議案第７８号・平成２７年度八代市一

般会計補正予算・第５号中、当委員会関係分を

議題とし、説明を求めます。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） はい、委員

長。 
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○委員長（成松由紀夫君） はい、湯野市民環

境部次長。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） はい。おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）市民環境部次長の湯野でございま

す。よろしくお願いします。 

 隣が、市民環境部環境センター建設課の山口

課長です。よろしくお願いいたします。座って

説明させていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） それでは、

議案第７８号・平成２７年度八代市一般会計補

正予算・第５号について、市民環境部がお願い

しております補正予算の内容について説明をさ

せていただきます。 

 補正予算書１３ページをお願いいたします。 

 款４・衛生費、項の２・生活環境費、目の３

・廃棄物対策費に２億８２００万円の補正予算

をお願いしております。その内訳につきまして

は、節１７・公有財産購入費２億８２００万円

でございます。補正理由につきましては、環境

センター建設のため、八代市港町の熊本県港湾

課に国土交通省から国有地を譲渡された県有地

を購入するための経費を補正するものでござい

ます。 

 お手元の配付資料、環境センター建設事業、

県有地の取得についての２ページをお願いいた

します。 

 記載のとおり、環境センター建設地全体の面

積は約５.６ヘクタールでございますが、その

うちの北側、上のほうになりますけども、約

２.６ヘクタールの市有地、──元県有地でご

ざいますが、これを平成２６年１２月に売買契

約をしております。残りの南側、下のほうにな

りますけども、海側の約３ヘクタールにつきま

してが、今回購入を予定しております国が直轄

工事によって埋め立てた国有地で、現在県有地

となっております。この元国有地の約３ヘクタ

ールは、先ほど御説明いたしました港湾法第５

２条第１項の規定に基づき、国が直轄工事によ

って埋め立てた土地でありまして、国が譲渡す

る場合、港湾法第５３条の規定に基づき、港湾

管理者に譲渡することができるとされておりま

す。そのため、当該国有地につきましては、国

から八代市に直接譲渡されるのではなく、ま

ず、国から港湾管理者の県に対し譲渡され、そ

の後、県から八代市へ譲渡されるものでござい

ます。 

 そこで、このたび、国・県との協議が順調に

進捗し、６月県議会において、国と県との売買

仮契約が締結されたため、補正予算を提案する

ものでございます。なお、特定財源として、市

債２億６７９０万円を予定しております。 

 以上、議案第７８号・平成２７年度八代市一

般会計補正予算・第５号のうち、市民環境部が

お願いしております内容についての御説明とい

たします。御審議のほど、よろしくお願いいた

します。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。平成２６年度

に取得をした県有地と今回の取得をするところ

の坪単価をひとつ教えていただいていいです

か。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口環境セ

ンター建設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い。平成２６年度に取得しました県有地の坪単

価は──平米単価ですけれども、８０８０円に

なっております。今回取得します元国有地の部

分につきましては、平米単価が９４１０円とな
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っております。 

 以上でございます。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） その金額の違いとい

うのは。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口環境セ

ンター建設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い。平成２６年度の取得の県有地につきまして

は、この用地の中に旧護岸の部分が入っており

まして、この部分が格差修正という形でされて

おります。今回の場合につきましては、その分

がございませんので。ただ台形の土地というこ

とで１％修正されてるだけでございますので、

その部分が金額の差となっております。 

 以上でございます。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。流れとして

は、国有地だったので、国有地から県有地へ、

県有地から今回市にということなんですが、こ

この、国から県有地へといったところの譲渡が

行われてますけど、そのときの金額というのは

幾らなんでしょう。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口環境セ

ンター建設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い。国から県へ譲渡されましたときの単価、こ

れが９４１０円でございます。この金額をもと

に、市のほうも予算を計上してるとこでござい

ます。（委員幸村香代子君「はい、わかりまし

た」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。

よろしいですか。 

○委員（幸村香代子君） 理解しました。は

い。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） この用地の取得が終わ

った後のですね、流れについて、以前も説明を

いただいてる分ありますけれども、市民の方も

非常に関心を持っておられることから、再度流

れについて、どういう流れになっていくのか、

いつごろ工事着工という形になっていくのかと

いうところを説明いただいていいですか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、湯野市民環

境部次長。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） 今後の流れ

につきましてはですね、後で所管事務調査の中

で環境センター建設事業進捗状況ということで

御報告させていただきますので、その中でまた

御説明したいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。よろしいで

すか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口環境セ

ンター建設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 済み

ません。先ほどのちょっと単価のことにつきま

して、ちょっと私が勘違いしてた部分がござい

ますので、担当者のほうから。 

○委員長（成松由紀夫君） 田島環境センター

建設係主査。 

○環境センター建設課主査（田島雄一郎君） 
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おはようございます。先ほどの幸村委員から

の、国から県への単価についての御質問ですけ

ども、取得の価格というのがですね、先ほど山

口課長が言った９４１０円というわけではなく

てですね、今回取得の予定価格全体のちょっと

価格しか、ちょっと今わからないんですけど

も、１億５９３９万７４７円ということになっ

ております。（委員古嶋津義君「もう一度いい

ですか」と呼ぶ）１億５９３９万７４７円で

す。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） １５９３……。 

○環境センター建設課主査（田島雄一郎君） 

１５９３９０７４７になります。 

○委員長（成松由紀夫君） ９０７４７。 

○環境センター建設課主査（田島雄一郎君） 

はい。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） そうであればです

ね、この金額の差というのは何なんですかね。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口環境セ

ンター建設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い。申しわけございません。 

 国から県に譲渡される場合、国の直轄工事の

ときに県のほうが国のほうに負担金を支払って

おります、工事のための。その分が減額され

て、国から県に譲渡をされております。ただ、

市のほうはこの土地に対して何の負担金も出し

ておりません関係上、そこの金額の差が出てき

てるというところでございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

 ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

第４款・衛生費中、市民環境部所管分について

を終了します。 

 小会します。 

（午前１０時１０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時１１分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 引き続き、歳出の第１０款・災害復旧費中、

建設部所管分について説明を願います。 

○建設部長（市村誠治君） はい、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） 市村建設部長。 

○建設部長（市村誠治君） はい。おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）建設部長の市村でございます。 

 本委員会に付託されました議案のうち、ま

ず、議案第７８号・平成２７年度八代市一般会

計補正予算・第５号中の建設部所管分につきま

して、植野総括審議員兼次長並びに関係課長よ

り説明させますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） 委

員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、植野建設部

総括審議員兼次長。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） は

い。おはようございます。（｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり）建設部総括審議員兼次

長、植野でございます。着座にて説明させてい

ただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） で
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は、議案の第７８号・平成２７年度八代市一般

会計補正予算・第５号につきまして、御説明い

たします。 

 まず、予算書の３ページをお開き願います。 

 歳入歳出予算補正のうちの歳出の一覧表でご

ざいます。この中の款の一番下の１０款・災害

復旧費、項２・公共土木施設災害復旧費でござ

います。補正前の額の４２３０万１０００円に

３５０万円を増額補正しまして、合計の４５８

０万１０００円といたしております。これは、

ことしの６月３０日から７月１日にかけての豪

雨で被災しました道路を復旧するために必要な

予算の補正をお願いするものでございます。 

 補正の内訳は、この資料の１６ページをお願

いいたします。１６ページの一番下の表でござ

います。 

 目の１・道路橋梁施設災害復旧費です。補正

額が３５０万円です。これが説明にありますと

おりに、市道１路線の復旧工事を行うものでご

ざいます。被災の状況につきましては、別添の

資料──右肩に資料と書いているのがございま

すけども、それで御説明をいたします。 

 この資料の３枚目をお開きいただきますと、

地図と写真がついております。この中の真ん中

付近の東陽支所管内の場所に赤丸をつけており

ます。被災箇所はこの箇所でございます。右上

に写真をつけておりますけども、この西原川平

線の市道の路肩が、この写真のように崩壊いた

しておりますので、これを復旧するものでござ

います。現在は、ここに安全対策として三角コ

ーンを通して、道幅を少し絞って供用している

状況でございます。 

 以上で一般会計補正予算の第５号の建設部所

管についての説明を終わります。御審議をよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 済みません。東陽の西

原川平線というのを地理的によく、詳しくない

ので、わからないのですが、ここは迂回路とか

通行どめとかしても問題ない箇所なんでしょう

かということを１点と、あと工事の復旧がいつ

ぐらいの見込みという形になっているのか、そ

のあたりをお聞かせいただきたいと思っていま

す。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） 委

員長。 

○委員長（成松由紀夫君） 植野建設部総括審

議員兼次長。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） こ

の箇所の道路の状況ですけども、写真にありま

すけども、１車線の道路でございます。この端

っこの路肩のほうが崩れております。で、そっ

ちのほうが今、不安定な状態になっておりま

す。そこに近づくと危険なもんですから、少し

バリケードといいますか、三角コーンでそこに

近づかないような形で注意喚起をして、残った

道幅で通れる状況ですので、それで通して通行

いたしております。 

 復旧の時期ですけども、これは国の補助の災

害で実施したいと考えております。災害査定を

受けてからの実施になります。災害査定が今、

過去の災害から順次日程が決まっておりますけ

ども、ここの場合がまだ確定してませんけど、

１０月下旬以降の査定を受けることになりま

す。そこで、内容が決定しましてから、設計に

ついて県との協議をして入札手続をやっての着

手になりますけど、今の目標としては３月まで

に完了したいということで考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。２点、済いませ
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ん。復旧されるときに、ここは通行どめの状態

でしなければならないのか、通行可能状態で復

旧作業ができるのかということと、今、国の査

定という話も出たんですけども、予算のほうで

財源がもう国県支出金ということで当て込んで

ある部分があるんですけども、これは県のお金

になるんでしょうか。そのあたりを説明いただ

いてよろしいですか。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） は

い。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、植野建設部

総括審議員兼次長。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） は

い。予算書の１６ページを見ていただきます

と、この表の中で補正額の財源内訳というのが

書いてございます。特定財源で、国県支出金２

３３万４０００円とあります。これは、国・県

の支出金を書くことになっていますけども、こ

この場合は国費のことでございます。国費、国

です。これが事業費の３分の２、６６.７％が

国費でございます。これをもらう、確定するの

が災害査定を受けて確定するということでござ

います。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） そうでしょう。査定が

１０月ぐらいに終わりますっておっしゃったで

すよね。これは、あくまで見込み額になるんで

すか。そのあたりをちょっと聞きたかっですけ

ど。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） 委

員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、植野次長。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） は

い。これは見込み額でございます。うちで設計

をいたしまして、復旧するのにこれぐらいかか

るという事業費を算出をいたしました。これで

事業費で３５０万ということで算出いたしてお

ります。これを申請して、国の査定を受けると

いうことでございます。で、この額、認められ

たら、その３分の２が、国費が来るということ

でございます。 

 それと済みません。先ほどの質問の中で、工

事中の通行どめですけども、ここにつきまして

は、工法はブロック積みを予定をしておりま

す。ブロック積みですと、その裏のほうの大き

な床掘りあたりは必要はありません。ただ、施

工のときの資材の搬入とかの関係で、一時的に

とめる必要が生じるかもしれませんけども、工

事を計画してから具体的に施工計画を立ててや

りたいと思います。なるべく一般通行に支障な

いような感じでしたいと思っています。（委員

大倉裕一君「はい、ありがとうございました」

と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。ありま

せんか。 

○委員（大倉裕一君） はい。済みません。 

○委員長（成松由紀夫君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。今、お話を聞い

ていく中で、生活道路ということでもございま

した。できるだけ早くですね、復旧ができるよ

うにお願いをしておきたいというふうに思いま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。ほかにござ

いませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第７８号・平成２７年度八代市一般会計

補正予算・第５号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を
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求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。（｢あり

がとうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第８９号・平成２７年度八代市一般会計

補正予算・第６号（関係分） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第８９

号・平成２７年度八代市一般会計補正予算・第

６号中、当委員会関係分を議題とし、説明を求

めます。 

 まず、歳出の第１０款・災害復旧費中、建設

部所管分について説明をお願いします。 

○建設部長（市村誠治君） はい、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、市村建設部

長。 

○建設部長（市村誠治君） 続きまして、議案

第８９号・平成２７年度八代市一般会計補正予

算・第６号中、当委員会所管分につきまして、

引き続き、植野総括審議員兼次長並びに関係課

長より説明させますので、よろしくお願いいた

します。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） 委

員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、植野建設部

総括審議員兼次長。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） は

い。建設部総括審議員兼次長、植野でございま

す。引き続き、着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） 資

料の定例会議案の中の１枚めくっていただきま

すと、議案第８９号・平成２７年度八代市一般

会計補正予算書・第６号とございます。これの

内容について御説明をさせていただきます。 

 まず、５ページをお開きください。 

 歳入歳出予算補正の中の歳出の一覧表でござ

います。５ページです。この中の款の１０・災

害復旧費、項２・公共土木施設災害復旧費でご

ざいます。補正前の額４５８０万１０００円、

これに補正額で１億７１２１万円を増額補正い

たしまして、合計で２億１７０１万１０００円

でございます。これは、この前の８月２５日の

台風１５号で被災した施設を復旧するために必

要な経費について、補正をお願いするものでご

ざいます。 

 今回の台風では、道路を初めとしまして、河

川、港湾、公園、市営住宅が被災をいたしてお

ります。 

 まず、被災の状況を別冊の資料で御説明いた

します。右肩に資料２と書いている資料をお願

いいたします。 

 この資料の２枚めくっていただきまして、そ

こに地図と写真がついております。ページは、

この図の左側に１と書いています。これは１ペ

ージ目の意味でございます。このページには、

道路の被災箇所の中で復旧工事が必要な箇所の

位置図とその状況写真をつけております。場所

は、全て坂本町でございまして、地図の中に四

角で数字を書いておりますけども、道路の４路

線で７カ所でございます。被災の状況は、写真

を見ていただきますと、上の写真２枚が路肩の

崩壊でございます。ガードレールも傾いている

状況です。 

 左下の写真、少し暗いですけども、これも路

肩の崩壊でございます。 

 右下の写真は、倒木と土砂が道路とＪＲをふ

さいでいる様子でございます。ちょっと小さい

ですけど、次のページで大きな写真つけてます

ので、そっちで御説明いたします。 

 次の１の１ページでございます。 

 一番上の左側の写真が、先ほどの拡大写真で

ございます。上のほうの緑が山の斜面でござい

ます。真ん中付近が茶色になっています。ここ
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が壊れたところです。壊れたものが下のほうに

木がいっぱいありますけど、こういうふうに壊

れてきて、下に道路とかＪＲの線路をふさいで

おります。一番手前側は、球磨川でございま

す。右側に、その箇所を横から見た写真をつけ

ております。写真の中の左側の緑のところが山

の斜面でございます。真ん中付近手前に、少し

白いのがありますけども、ここがガードレール

の残りで、左側がＪＲの線路、右側が市道でご

ざいます。その右側にまたガードレールがあり

ますけど、その外側は球磨川になっておりま

す。この写真のように、ＪＲ、道路を完全にふ

さぎまして、一部は球磨川のほうにも達してい

る状況でございます。 

 あと、写真をまた下のほうにつけております

けども、下の写真はほかの路線でございます。

下に路線名を書いておりますけども、それぞれ

路肩が崩壊して、この写真のように被災をして

いる状況でございます。 

 次に、１枚飛ばして２枚めくっていただきま

すと、下に２ページと書いてありますけども、

そこにまた地図と写真をつけております。先ほ

ど御説明しましたのは、復旧工事、これから本

格的な工事が必要な箇所でしたけども、こちら

につきましては、道路と河川と港湾施設の被災

箇所の修繕とか、倒木の撤去などが必要な箇所

をまとめております。箇所が多いもんですか

ら、地区ごとに箇所数を整理をいたしておりま

す。 

 地図の、支所管内ごとに書いてありますけど

も、まず、下のほうの坂本支所管内と書いてあ

りますところから御説明します。坂本町では、

道路が２８路線の４０カ所被災しております。

河川は、３つの河川で３カ所でございます。少

し上の本庁管内と書いてますけど、ここが旧八

代市でございます。道路が５５路線で２０４カ

所、港湾が１港湾で６カ所でございます。左上

に書いてます千丁町が、道路９路線の１０カ所

でございます。その上の鏡町でございます。こ

こが道路が１５路線で２５カ所、河川が１河川

の５カ所、港湾が１港湾で１カ所でございま

す。その下、東陽町管内でございます。道路が

２５路線の１２４カ所。右側の泉支所で、道路

２８路線の８６カ所でございます。このよう

に、今回の台風では、市内全域で多数の箇所が

被災している状況でございます。 

 具体的な被災状況については、また違うペー

ジの写真で御説明します。済みません、１ペー

ジに戻っていただきましてですね、１の２ペー

ジをお願いいたします。 

 道路と一番左側に書いております。これは道

路の被災状況でございます。左側の３枚が、木

が道路に倒れかかっている状況でございます。

右側が、ガードレールとかカーブミラーが壊れ

ている状況でございます。これが道路の修繕と

か倒木撤去の必要な箇所でございます。 

 次、２枚めくっていただきまして、今度は河

川の写真をつけております。河川につきまして

は、６枚ついてますけども、それぞれに木が倒

れて、ちょっと河川の中身まではよく見えませ

んけど、河川に木が倒れかかっている状況でご

ざいます。左下は、一部ビニールハウスも壊れ

て、河川の中に倒れ込んでいる状況でございま

す。河川は、このような倒木被害が中心でし

た。 

 １枚めくって次のページを見ていただきます

と、次は港湾の被災状況写真でございます。写

真のとおり、浮き桟橋などがこのように壊れて

いる状況でございます。 

 もう１枚めくっていただきまして、次がまた

地図と写真がついておりまして、３ページでご

ざいます。 

 これは、公園の被害の状況でございます。こ

の中で、公園の被害のうちに復旧工事が必要な

箇所をここで添付をいたしております。左に四

角で書いていますけども、全て旧八代市管内で
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ございます。３つの公園の４カ所が被災してお

ります。この写真のように公園の施設が壊れて

おります。シェルターとか倉庫とスケートボー

ドの遊具施設とか照明灯などが被災をいたして

おります。 

 次のページの４ページを見ていただきます

と、ここも公園の被災ですけども、ここについ

ては修繕とか樹木の撤去などが必要な箇所をま

とめております。これは箇所が多いもんですか

ら、管内箇所ごとにまとめております。本庁管

内の旧八代市が５２公園で６０カ所でございま

す。上の千丁町が２公園で３カ所、鏡町が８公

園で１２カ所でございます。東陽町が２つの公

園で２カ所でございます。写真は壊れた状況で

す。フェンスとか遊具が壊れている状況です。

また、樹木も倒れている写真をつけておりま

す。 

 次の４の１ページも見ていただきますと、こ

こも同じような状況ですけども、遊具、シェル

ター、樹木がこのように倒れて被災をいたして

おります。 

 次、５ページを見ていただきますと、次のペ

ージでございます。 

 今度は市営住宅の被災状況でございます。こ

れも箇所ごとに被災状況をまとめております。

本庁管内、旧八代管内が１５団地で１４９カ

所、鏡町で２団地の１５カ所、泉町が１団地の

１カ所が被災をいたしております。 

 被災状況は、次のページの写真で御説明いた

します。５の１ページでございます。 

 上の右側と２番目の左側が屋上の防水シート

が破れて被災している状況でございます。真ん

中の右側は外灯が壊れております。あと下２枚

は倒木でございます。 

 また１枚めくって、次のページの５の２ペー

ジも住宅の写真でございます。瓦とか雨戸、屋

根のスレートなどが損壊している状況でござい

ます。 

 このように多くの施設が被災しましたので、

その復旧等に要する費用の補正をお願いするも

のでございます。 

 それでは、補正予算の中身ですけども、先ほ

どの補正予算書・第６号に戻っていただきまし

て、そちらで御説明いたします。 

 １５ページをお願いいたします。１５ページ

の一番下の表でございます。目で幾つか分かれ

ております。 

 まず１番目が、道路橋梁施設災害復旧費でご

ざいます。補正額が１億１５５０万円でござい

ます。内容は、右側に書いていますとおり、被

災した市道１６０路線において、倒木の撤去や

崩壊した路肩の復旧とか、壊れたカーブミラー

などの修繕、また復旧工事に必要な測量設計な

どを行うものでございます。 

 次の２番目が、河川施設災害復旧費でござい

ます。２６０万円です。河川４河川について、

倒木の撤去などを行うものです。 

 次、３番目が、港湾施設災害復旧費でござい

ます。補正額２５０万円、２つの港湾で７カ所

の壊れた浮き桟橋などを修繕するものです。そ

の下の都市計画施設災害復旧費です。３９８５

万円で、６４の公園の倒木とか、壊れた施設の

撤去、修繕、また復旧工事等を行うものでござ

います。 

 この費目の内訳、節のところで区分とあって

書いていますけども、それの内訳ですけど、節

の１１番の需用費、これは壊れた施設の修繕を

行うものです。１３の委託料、これは倒木等の

撤去、また測量設計等を行うものです。１２の

役務費、これは公園の壊れたシェルターとか遊

具の撤去を行うもの。１５番の工事請負費は復

旧工事を行う費用です。一番下１８番、備品購

入費は公園の設備、備品でサッカーゴールの購

入費用でございます。 

 次のページをお願いいたします。１６ページ

でございます。 
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 ここは最後の住宅です。５番の住宅施設災害

復旧費でございます。補正額が１０７６万円、

市営住宅１８団地で被災した屋上防水施設とか

瓦とかの修繕などを行うものでございます。 

 被災箇所の現在の状況ですけども、被災した

箇所につきましては、被災直後から緊急施工に

よりまして、応急処置等を実施をしてきており

ます。道路関係でいきますと、迂回路のない道

路につきましては、倒木の撤去、あと河川につ

きましては川の流れを阻害するような倒木、市

営住宅では屋根の雨漏り防止のためのブルーシ

ート張りなどの応急処置はもう完了をいたして

おります。残りの倒木撤去とか施設の修繕につ

いても、鋭意それぞれで実施をいたしてるとこ

ろでございます。 

 以上で一般会計補正予算・第６号の建設部所

管についての説明を終わります。審議をよろし

くお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） 本当にですね、一日

も早い復旧、復興をですね、お願いしたいとい

うふうに思うんですけれども、２点お伺いをし

たいのですが、公園のですね、公園も大分被害

を受けていますけども、公園の今、使用といっ

たところに影響はないのかということが１点。 

 それから、市営住宅、これに関して居住者へ

の影響はないのかといったところをお願いした

いと思います。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） 委

員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、植野建設部

総括審議員兼次長。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） 利

用制限等についてですけども、まず公園でござ

います。公園につきましては、倒木とかシェル

ター、屋根などが壊れた施設の撤去、これにつ

きましては、連休前の今週いっぱいを目標に完

了する予定といたしております、ほとんどは。

ただ、一部ですね、公園の中で古麓歴史自然公

園の遊歩道、これは周辺が、山の中ですけど

も、民地の倒木が多数あります。これは少し時

間がかかって、今月末を目標に撤去することと

いたしております。 

 利用ですけども、これはまだ撤去が済んでな

いところは危険ですので、そこは利用できませ

んのとですね、あと広場あたりで例えば、貸し

切りで球技、サッカーとか、そういうのをする

ようなものについては、今、利用制限をいたし

ております。これも今度の連休には利用できる

ようにということで、復旧作業をやってるとこ

ろでございます。 

 と、もう一つ、日奈久のドリームランドです

けども、ここにニュースポーツ広場がありま

す。そこの中でスケートボードの施設が写真の

とおり壊れております。で、これは今使えない

状況ですけども、それ以外のものについては、

そこも連休には再開できるようにということ

で、今進めております。スケートボード施設に

つきましてはですね、施設を今からつくってせ

ぬといかぬものですから、それについては年明

けで２月末ぐらいを目標に復旧したいというふ

うに考えております。 

 あと住宅ですけども、住宅も応急で、雨漏り

とかそういうのの対策は、ブルーシートとかひ

び割れとかはやっております。あと雨戸とかガ

ラスとかアンテナとか、そういうふうなものに

ついても、今、材料手配したり、順次復旧をや

っておりますけども、これにつきましては、全

部が終わるのはあと２カ月ぐらいはかかるかな

ということでもって考えております。 

 以上です。（発言する者あり）委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、どうぞ。 
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○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） 済

みません。先ほどのですね、説明した中でちょ

っと１カ所言い間違えたもんですから、済みま

せん、訂正させていただきます。 

 この予算書のですね、１５ページで被災の額

を御説明したときに、港湾施設について２６０

万円と御説明しましたけど、これに書いてある

とおりの２５０万でございます。失礼しまし

た。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。それでした

ら、その市営住宅にお住まいの方たちが、今回

の影響で住めなくなっているということはない

というふうに思っていいですか。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） は

い。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、植野建設部

次長。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） 住

めなくない状況にはなっておりません。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。それはよかっ

たです。 

 それとですね、市営住宅の場合、これまでの

災害の中で保険の適用があったと思っていま

す。今回もそのように保険の適用になるケース

なんでしょうか。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） 委

員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、植野建設部

総括審議員兼次長。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） は

い。市営住宅につきましては、保険が掛けてご

ざいます。保険で、１棟で５万円以上の被災に

ついては保険の対象になりますので、今、それ

の申請準備をしているところでございます。

（委員幸村香代子君「はい」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） はい、よろしいで

すね。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） 今の関連してですね、

瓦が飛散した場所はブルーシートを覆うと。そ

れから雨戸の破損もあると。これが復旧するの

に２カ月ぐらいかかるということで、あと２カ

月もしたら、また台風が来る可能性もあるわけ

ですよね。 

 どういった大きさの台風がどういった方向で

ということで、また違うとは思いますけども、

こういう古い団地あたりは、今後ですね、避難

勧告あたりがどういった、ここの警告するのに

どれぐらいここは重要視しなきゃいけないかと

いうような、２カ月復旧するのにかかる中でで

すね、そこのところはどんなふうに考えていら

っしゃいますか。 

○建築住宅課長（宮端晋也君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、宮端建築住

宅課長。 

○建築住宅課長（宮端晋也君） はい。建築住

宅課、宮端でございます。 

 まず、瓦の飛散の状況への対応でございます

けども、瓦につきましては、１棟ほとんどが飛

ぶとか、今回はそういう状況はございません

で、多くが瓦のずれているというものがほとん

どでした。で、そこにつきましては、被災後か

らすぐに手配をしまして、瓦の整理は終わって

おります。 

 先ほど、ブルーシートを敷いたという御説明

ございましたけども、これは鉄筋コンクリート

造の３階建て、４階建ての建物がございます

が、築添団地につきましては、もともとの屋上
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の防水シートが飛散しました後に雨漏りが発生

しておりましたので、緊急にブルーシートを敷

いたという状況でございます。その後も若干雨

漏りが発生していますので、ひび割れのシール

打ちとか、その辺の応急措置をしたところでご

ざいます。 

 それから、避難勧告を出すべきかどうかとい

うことでございますが、建物が今古い状況にあ

るから避難勧告をというところまではちょっと

考えは至っておりません。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） そうしましたら、今の

現状の団地であっても、どの程度の台風かは、

今後来るかわかりませんが、避難勧告までは考

えていないというような状況だというお話でよ

ろしいですか。 

○建設部長（市村誠治君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 市村建設部長。 

○建設部長（市村誠治君） はい。避難勧告に

つきましては、市の防災のほうで協議しまし

て、勧告をするわけですが、建物の程度で避難

勧告を命令するということは、今のところ考え

ておりません。ただ、住んでおられる方がです

ね、自主的にですね、避難されるということは

あると思いますが、要は自分の地域、住まい、

これを常にやっぱり把握していただき、いざと

いうとき、行動に移していただくというのが一

番大事なことだと思いますので。ただ、我々と

しましても、市営住宅のですね、維持管理、あ

る程度の災害に耐えるような努力はしてまいり

ますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） そうでしたらですね、

ここのそれぞれの所管が違うというふうなお話

なんですけども、こういう現状をですね、お互

いの所管のところで話は十分に通していただい

たほうがというふうには思います。これはちょ

っと意見という形になりますが、以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。ほかにござ

いませんか。 

○委員（庄野末藏君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、庄野委員。 

○委員（庄野末藏君） 私、気になっとが築添

団地、あれ改修工事は何年ぐらい前だったか

な。旧市のときやったかな。防水マットがめく

れたちゅうけど、あそこは４棟というのは、工

事したっじゃなかったかなと思うけど。今のよ

うな状況では、また被害ちゅうか、めくれるち

ゅうことであれば、雨漏りが相当あったという

ことだったら、今後そういうあれがどういうふ

うな対策を持っていかれるのか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、宮端建築住

宅課長。 

○建築住宅課長（宮端晋也君） はい。築添団

地の防水シートが飛びましたのは、４号棟でご

ざいますけれども、この４号棟につきまして、

屋上防水の改修工事はまだしておりませんでし

た。 

 以上でございます。 

○委員（庄野末藏君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、庄野委員。 

○委員（庄野末藏君） てっきり、あのときに

全部防水の処置はしたっかなという気持ちを持

っとったもんで、まだ終わっとらぬということ

であれば、早急にですね、完全な整備をしても

らわぬと、やっぱり皆さんが住んどって、雨の

漏っとばい、雨の漏っとばいて言わす人がおら

すけんですね。今後早急にですね、処置ちゅう

か、改修のほうをよろしくお願いしときます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。ほかにござ

いませんか。 
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○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 済いません。道路のほ

うですけれども、新聞報道で肥薩線がですね、

１９日には開通するというようなお話もありま

した。今現状で道路のほうが通行どめになって

いる箇所というところがあるのかどうかという

ことと、もし通行どめになっているようであれ

ば解除になる見込みあたりを教えていただけれ

ばと。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） 委

員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、植野建設部

総括審議員兼次長。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） は

い。肥薩線の関連での道路ですけども、あそこ

肥薩線の横に市道の鎌瀬・瀬戸石線がございま

す。ここについては、今現在は通行どめにして

おります。現場の復旧の状況ですけども、ＪＲ

と道路の倒木の撤去につきましては、撤去はも

う現在終わっております。この後、ＪＲ側が、

山の斜面側の少し安全対策の手当てをやられま

す。それを終わって、先ほどおっしゃった１９

日からＪＲは通されるということになります。

道路につきましては、撤去は終わりましたが、

あと残りでですね、ガードレールが被災いたし

ております。これは復旧する必要がございま

す。復旧するのに作業の時間がかかりますけど

も、あとＪＲ側の斜面工事のときにもですね、

道路市道側を、資材の運搬とか施工のために使

う必要がございます。その期間中は少なくとも

通せない状況です。その期間が、ＪＲのお話で

すと、供用は１９日にＪＲは通されますけど

も、斜面側の対策については通した後、並行し

てされるということで、およそ１０月末ぐらい

まではその作業がかかりはせぬかなということ

で、今見込んでおられます。それまでは市道も

通せない状況でございます。 

 あと市道につきましてが、先ほど少し話しま

したけど、国の災害査定を受けて補助をもらい

たいということで、今進めております。それ

で、災害査定の時期は１０月下旬以降になりま

すけども、制度上、その災害査定の前に緊急、

応急で施工する制度がありまして、それででき

ないかということを今相談をしております。そ

れで、施工ができますならば、ＪＲの１０月末

ぐらいの復旧に合わせてガードレールも復旧し

て通すようにしたいと思っております。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 今、通行どめという部

分に関して言いますと、坂本の鎌瀬・瀬戸石線

ですかね、そこだけということで理解してよろ

しいでしょうか。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） 委

員長。 

○委員長（成松由紀夫君） 植野建設部総括審

議員兼次長。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） そ

うですね、通行どめはですね、このほかにあと

２カ所ございます。いずれも坂本町ですけども

ですね、一つが木々子・板ノ平線と、もう一つ

が瀬ノ上・漆迫線でございます。ここ２カ所は

ですね、それぞれ迂回路はございます。で、現

在の状況ですけども、まず早いほうでいって、

瀬ノ上・漆迫線は路肩が崩壊してまして、それ

を修繕作業を今やってますけども、これにつき

ましてはですね、もう今週、やがて作業が完了

する見込みになっておりまして、完了次第供用

できる状況です。 

 もう一つの木々子・板ノ平線ですけども、こ

ちらがですね、ちょっと時間がかかります。状

況ですけども、この市道自体の被災は路肩が壊

れております。それは復旧作業を行いますけど

も、これも国の補助を使ってやりたいと思って
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ますけど、その復旧作業は３月ぐらいまでかか

る目標でございます。ただ、路肩を復旧しまし

てもですね、周辺が山、山林がございます。そ

っちで道側での倒木がかなりあります。それの

撤去をしないと道路側に落ちてくると危険があ

るもんですから、通せないという状況です。そ

れの民地側の作業につきましてはですね、森林

組合等と何か相談されているようですけども、

ちょっとあちこちの被災の箇所が多いというこ

とで、いつごろ着手していつごろ作業完了かと

いうのが、ちょっとまだはっきり確認はできて

おりません。それが、完了できれば倒木の心配

ない。もう一つ、あと壊れた箇所について治山

の事業も何か検討されているようです。それと

の関係もありますので、ちょっとはっきり今の

時点ではまだわかってませんけど、市道の復旧

は３月末目標でございます。あとはその山側の

状況次第ということです。 

 以上でございます。（委員大倉裕一君「は

い、あとは意見で申し上げます」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

はい、ほかにございませんか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） 港湾のほうですけど

も、日奈久港、鏡港、どれぐらいの規模か、こ

の写真ではどれぐらいの痛手を負ってるのかが

よくわからないんですけども、これはどれぐら

いの期間で復旧ができる見込みなんでしょう

か。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） 委

員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、植野建設部

総括審議員兼次長。 

○建設部総括審議員兼次長（植野幹博君） は

い。港湾のこの修繕復旧ですけども、１０月上

旬目標でやっております。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（前川祥子君） わかりました。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 今までルーチン業務と

いいますか、通常業務に加えての復旧作業とい

うことで、非常に業務に追われる日々が続かれ

るとは思うんですけれども、一日も早くです

ね、復旧をしていただきたいということと、職

員の皆さんも安全といいますか、健康の部分は

しっかり注意をされてやっていただきたいと思

っております。 

 それと、合わせて非常に地域の皆さんからす

ると、いつ復旧するのかという、その情報ので

すね、発信といいますか、なかなか情報の伝わ

り方がないという部分もよく耳にしますので、

そのあたりは丁寧に、行政のほうから発信をし

ていただくようにお願いをしときたいというふ

うに思います。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

第１０款・災害復旧費中、建設部所管分につい

てを終了します。 

 小会します。 

（午前１０時５１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５２分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、第１０款・災害復旧費中、市民環境部

所管分について説明をお願いします。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） はい、委員
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長。 

○委員長（成松由紀夫君） 湯野市民環境部次

長。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） 市民環境部

次長の湯野でございます。隣が、市民環境部廃

棄物対策課の山口課長でございます。よろしく

お願いいたします。座って説明させていただき

ます。 

 それでは、議案第８９号・平成２７年度八代

市一般会計補正予算・第６号について、市民環

境部がお願いしております補正予算の内容につ

いて説明をさせていただきます。 

 補正予算書の１６ページをお願いいたしま

す。款１０・災害復旧費、項の３・厚生施設災

害復旧費、目の２・衛生施設災害復旧費に１億

１５９３万円の補正予算をお願いしてありま

す。このうちの１億１４４８万１０００円が、

市民環境部が所管します生活環境施設復旧と災

害復旧ごみ収集経費でございます。 

 まず、節１１・需用費１６３５万９０００円

のうち、１４９１万円が今回の台風１５号によ

り被災した市民環境部が所管します清掃センタ

ーや水島最終処分場、平和町の八代市最終処分

場、大硴最終処分場の４施設の復旧の修繕料で

ございます。 

 廃棄物対策課から配付のお手元の資料１ペー

ジをお開きください。この資料です。 

 清掃センターや水島最終処分場、平和町の八

代市最終処分場、大硴最終処分場の４カ所の生

活環境施設復旧の災害状況でございます。 

 資料の２ページから３ページが被災状況写真

でございます。 

 清掃センターでは、ピット天井やリサイクル

作業所等の屋根の剥がれ、可燃ごみ積みかえ所

の倒壊、前処理施設の屋根及び壁の破損などの

被災があっております。水島最終処分場では、

樹木倒木やフェンス破損、ベンチ天井の破損な

どの被災があっております。平和町の八代市最

終処分場では、管理棟のサッシ破損、操作盤破

損や倒壊などの被災があっております。現在は

公園になっております大硴最終処分場では、休

憩所の雨どいの破損などの被災があっておりま

す。 

 この４施設の復旧の修繕料１４９１万円の内

訳につきましては、清掃センターのピット天井

やリサイクル作業所等の屋根破損等の修繕料と

して１１７０万円、水島最終処分場のフェンス

等の修繕料に９０万円、平和町の八代市最終処

分場の管理施設の修繕料に２３０万円、大硴最

終処分場の休憩所の雨どいの修繕料に１万円を

計上いたしております。次に、節１３・委託料

９８９０万１０００円ですが、災害復旧ごみ収

集経費といたしまして、災害廃棄物の仮置き場

の設置に要する経費として計上いたしておりま

す。今回の平成２７年８月２５日の台風１５号

による災害廃棄物を受け入れるため、市内の２

カ所で仮置き場を開設いたしました。それぞれ

の開設期間は、新港町三丁目の八代市水処理セ

ンターで、敷地が車両の乗り入れ等に支障があ

ったため、３日間の整地作業を要し、平成２７

年８月２９日土曜日から９月６日日曜日までの

９日間、鏡支所の西側駐車場で平成２７年９月

５日土曜日から９月８日火曜日までの４日間と

して、９月８日に受け入れを終えたところでご

ざいます。結果的には、延べ１３日、期間とい

たしましては１１日間の開設となりました。配

付資料の４ページからが災害復旧ごみ収集経費

に関する資料でございます。 

 それから、５ページからの写真にありますよ

うに、２カ所の仮置き場では風倒木、木くず、

畳、布団、じゅうたん類、樹脂製の家屋建材、

瓦、スレートくず類などの災害廃棄物を分別し

て受け入れました。 

 資料の８ページにありますように、来場台数

が水処理センターで７５８２台、鏡支所の西側

駐車場で２５６０台、合わせまして１万１４２
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台となっております。 

 次の資料の９ページが、各校区からの利用者

数でございます。 

 資料の４ページに戻りますけども、その総量

は２４７０トン程度と試算しております。 

 今回の被害を受けまして、水処理センターや

鏡支所の西側駐車場での仮置き場の運営のた

め、緊急施行伺を経て、整地や警備業務、熊本

県産業廃棄物協会との協定による災害廃棄物の

受け入れを行うこととし、今後は災害廃棄物の

処分のための業務委託を予定しております。 

 これらの委託料９８９０万１０００円の内訳

といたしましては、災害廃棄物の処理に係る経

費として、水処理センター整地業務委託に５２

７万円、水処理センターや鏡支所の西側駐車場

仮置き場の警備や交通整理委託に６９０万８０

００円、水処理センターや鏡支所の西側駐車場

仮置き場の災害廃棄物の受け入れ業務及び災害

廃棄物の処分業務委託に８６７２万３０００円

を計上するものでございます。次に節１４・使

用料及び賃借料は、仮設トイレや照明器具、発

電機等のリース費用として６７万円でございま

す。なお、特定財源として国庫支出金、補助率

は２分の１で、４３３６万１０００円、市債１

５０万円を予定しております。 

 以上、議案第８９号・平成２７年度八代市一

般会計補正予算・第６号において、市民環境部

がお願いしております内容についての御説明と

いたします。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。以上の部分

について質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 御説明がありましたよ

うに、水処理センターは、車がちょっとぬかっ

て、重機で押したり、職員で押したりというこ

とで、大分苦情が来とったようであります。鏡

支所につきましては、ちょっと見ていたんです

けど、順調に災害ごみが運ばれていたように感

じております。ただ、今後、今、野積みされて

いる廃棄物につきましては、いつごろ処理をさ

れる──まあ、１６年前、鏡の場合は大分、山

のようにこずみましたもんですから、当時やっ

ぱりにおいがしてですね。そのことから、今、

燃えるごみは、たしかブルーシートをかけてあ

ると思いますが、あとは衛生的な問題、におい

とか発生をいたしますので、いつごろ委託、処

理をされるのか、その辺のところ、わかればお

聞かせ願いたいと思います。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口修廃棄

物対策課長。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。今の

御質問でございますけども、水処理センターに

おきましては、９月の１４日からと鏡支所にお

きましては９月１５日、きょうからですけど

も、搬出を始めております。日程としては、全

体としましては、１２月末までには全て搬出す

るということで行っておりますが、鏡支所の場

合は確かに近隣の住宅等もございますので、こ

ちらのほうから優先とか、並行して行いますけ

ども、量が鏡のほうが少のうございますので、

１２月まで待たずにですね、搬出が終わるもの

というふうに予定しております。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） それともう一点です

が、まだ、道路を車で走っておりますと、屋根

にブルーシートとかかかっているところが見受

けられます。ということは、これから瓦の差し

かえとか、その部分の差しかえられた瓦の処分

とか出てくるのではないかと予測をされます

が、その後、この災害ごみの収集については計

画をされていますでしょうか。 



 

－17－ 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口廃棄物

対策課長。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。現在

のところ、災害ごみの収集については予定どお

り終了したというところでございます。今後の

ことにつきましては、引き続きこれをやるかど

うかということについては、課としては、引き

続きやるということは考えておりません。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 多分今申し上げました

ように、今後ちょっと出るというふうに私は予

測をしております。ということは、１２月かな

んかに１回、何日かいいですから、その辺のと

ころをやっぱり災害廃棄物の収集をですね、１

カ所でいいですから、どこかに寄せられて。期

間としては、そこ何日かに限って、寄せられた

のを機に、というふうに、私は市民の方からち

ょっと要望がありましたので、お伝えをしてお

きますので、検討をお願いをしておきます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。この廃棄物の場

所ですね。鏡の支所のところに決定したのがで

すね、いつなのかということと、なぜ支所のと

ころの空き地に置くことになったのかというこ

とをちょっとお伺いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） 誰が答弁します

か。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口廃棄物

対策課長。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） 日にちのほ

うは、ちょっと係長のほうから報告をさせます

けども、場所につきましては適地は幾つかない

かということで、候補地をいろいろ精査したわ

けでございますけども、結果的に道路の関係、

それから面積、その他いろんなことを考えまし

てですね、交通の便がいいということと面積が

ある程度３０００平方メートルぐらいあるとい

うこと、それから、水処理センターと違って整

地等の手間が要らないということで、速やかな

設置箇所の整理ができる、準備ができるという

ことも検討しまして、西側駐車場に決定したと

ころでございます。決まったとは……。（｢日

にちはちょっと」と呼ぶ者あり）これについて

は、たしかですね、土曜日からしましたので、

その週のたしか火曜日ごろにたしか決定したと

いうふうに記憶いたしております。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） そしたら、その日はた

しか議会運営委員会があったと思うんですが、

そのときに１カ所の集積所だけですかと確認し

ましたら、そうですとおっしゃったんですよ

ね。ということは、もうその前から協議はあっ

てたというふうに考えてよろしいですか。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい、委員

長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口廃棄物

対策課長。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） これは、さ

っきの校区ごとの排出の表を見ていただいたら

わかるんですが、初日、２日、現地に立ってい

まして受け付けしてみますと、結構鏡方面から

がおいでになるというふうなこともございまし

た。そのことも含めて、土日立ってみて、そう

いう状況があるということを肌で感じましたの

で、その後の月曜日火曜日にかけて、じゃあど

うするかということで、そこから検討が始まっ

たということでございます。実際、火曜日ごろ
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決まったというふうに申しましたけども、実

際、広報直後にしようということで、動き出し

て、上部との連絡等を始めて、そのころやっと

内部的に決まったということですので、それが

大体火曜日か水曜日というふうに記憶いたして

おります。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） それとですね、支所に

置かれた──支所の空き地というかですね、置

かれたということで、あの周りはかなり住宅地

ですよね。今、これを処分されるのが１２月の

末で、鏡はそれまでには早く処分できるだろう

ということなんですが、先ほども申し上げたよ

うに、これから台風シーズンという中で、また

台風が、同じぐらいの規模が、同じような行路

というか、道をたどるんであれば、また同じよ

うな被害があると。あの場に置いてるものが飛

んでいく、そしてまた飛散するという場合もあ

るわけですよね。それを考えたらですね、住宅

地の近くにあるところの空き地というよりも、

もう少し海沿いに、例えば、北新地グラウンド

とかありますよね、ああいうところのほうが、

例えば、飛んだ場合も田んぼですので、そうい

ったことではかなり被災は小さいんじゃないか

なと考えるんですが、その点はいかがですか。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口廃棄物

対策課長。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） 先ほど申し

ましたとおり、一つには幾つか候補地を挙げた

ということで御説明申し上げましたけども、一

番やってみて問題になるのは、交通がですね、

なかなか渋滞するということがあります。それ

とそこの関係で、それがうまくいかないとです

ね、結果的には持ってきた方に長蛇の列をつく

ってお待ちいただくというふうなことで、速や

かに処理すると、持ってきて出ていただく、そ

ういうことを考えますと、やはり道路の便とい

うのが一番大事かなということで、それを主に

して、第一候補として、この西側駐車場という

のを決定したところです。 

 おっしゃったように、今御指摘があった箇所

についても検討しましたけども、やっぱり道路

の関係とか、そういうことで今回は見送ったと

いうのが現状でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、よろしいで

すか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） 今、道路の便が一番大

事だというふうに考えられて、そういうことを

されたという話なんです。これはやっぱり一番

大事なのは二次災害を起こさないことが一番大

事じゃないかなと考えるんですよね。そことは

どうなんです。それよりもやっぱり道路のほう

を一番というふうに考えていますか。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口廃棄物

対策課長。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。これ

につきましては、それから１週間前に水処理セ

ンターで収集を始めたということでございまし

て、ここがスタートするまでに約１週間、鏡が

収集を始めるまで１週間の収集をしていたとい

うふうなこともございましたので、まず量的に

ですね、そんなにたくさんの量は、水処理セン

ターのように大きな量は来ないだろうというふ

うなこともございましたので、そういうことも

含めて、そこで収集したとしても、そんなに量

としては山積みして飛ぶようなことは、そこま

で想定しておりませんでした。ということと、

ここの先ほど説明しましたとおり、鏡地区につ

きましては、周囲に住宅があるということでご

ざいましたので、設置する前提として、速やか

な搬出ということも考えておりましたので、で
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きる限り収集が終わった段階で速やかに搬出し

ようということで、この候補地をしたというこ

とでございます。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） 今、想像とか見込みと

いうような形でほぼやっていらっしゃるように

聞こえるんですよね。要するに、これマニュア

ル化──災害においてマニュアル化されてます

かという、これ議案説明のときに私が尋ねたと

ころ、マニュアル化してますというようなお話

だったんですけども、どの程度、どこまでマニ

ュアル化されているのかと、災害の場合です

ね。今度も水処理センターに、その地を整地し

て、その地に１カ所に持ってくるというふうに

最初決定され、それからまた何日かしてからと

いうか、その以降、鏡のほうにということで、

もともとどの場所に災害のときには、そういっ

た瓦れきを持ってくるということ自体、マニュ

アル化がされてましたか。 

○委員長（成松由紀夫君） 誰が答弁します

か。 

○廃棄物対策課長補佐（坂口初美君） はい、

委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、坂口廃棄物

対策課長補佐。 

○廃棄物対策課長補佐（坂口初美君） お答え

します。 

 マニュアル化ということで、場所の設定です

けれども、水処理センターを第一の候補地とし

て考えておりました。候補地として、そこが。

適地としては、水処理センターであるというこ

とを課の中では考えておりました。 

 以上です。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） 済みませ

ん、いいですか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口廃棄物

対策課長。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） この災害廃

棄物の収集につきましては、たしか３月だった

と思いますが、演習ということで１回実際やっ

とります。その中で、ある程度実際を想定して

の練習という形でやっておりましたので、その

経験は確かに生かされていたと思いますので、

そこあたりの経験があってこそ、今回うまくい

ったかなというふうには考えております。 

 それから、候補地については、補佐から申し

上げたとおりでございます。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） そうしたら、瓦れきを

処理する場というものはマニュアル化されてる

中で、もう以前から決まっていた、水処理セン

ターの場所というふうに決まっていたというふ

うによろしいですか。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口廃棄物

対策課長。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） ２５年の、

これ８月に水処理センターの一部を目的外使用

の許可ということで、国のほうから許可をいた

だいてですね、仮置き場を設置するというふう

な方向をそこで進めたわけですけども、それ以

前に予定していましたところが、諸般の事情で

そこが使えなくなったというふうなこともござ

いまして、２５年の８月に目的外使用の許可を

得て、そこに進めたということでございます。

ただ、ここは目的外使用ということで、堀議員

の一般質問にありましたけども、なかなか仮置

き場ということで、コンクリートとか、そうい

った形状を変えるというようなことはなかなか

難しいこともありますので、裸地のままでです

ね、あるところを使わせていただくということ

で、今回説明あったとおり、その草の整地、そ

の他でこぼこのならしとかにですね、３日間を

要してしまったという状況でございます。 
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○委員長（成松由紀夫君） はい、よろしいで

すか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） 今、マニュアル化とい

う話をさせていただきましたけど、そもそもマ

ニュアルされたものがあるわけですよね。そう

しましたら、それは資料請求という形にできま

すでしょうか、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） マニュアル化の資

料ありますか。（発言する者あり）それ担当課

でマニュアル的なものを、また……。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい、委員

長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口廃棄物

対策課長。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） ちょっとお

時間いただいて、確認させていただければと思

います。 

○委員長（成松由紀夫君） あるなしも含めて

ですね。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。よろ

しくお願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。ほかにあり

ませんか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） １点気になるのが、災

害ごみではない便乗ごみがよく問題視されるん

ですよね、こういったときって。今回の受け入

れに対して、便乗ごみがあったのかなかったの

か。また、それを便乗ごみというふうな、そこ

を抑制するような施策を担当課として何かおと

りになったのかというところをお聞かせいただ

いていいですか。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口廃棄物

対策課長。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） 今回の災害

ごみの収集につきましては、広報紙と一緒に全

戸にチラシを配布するということで配布したと

ころだと思います。その中に収集品目を６品目

ということで設定しまして、それについてお願

いしますということであったかと思います。受

け入れの方法としては、受付のほうで、八代市

民であるということで証明できるものを提示し

ていただくということでございます。それと中

身につきましては、当然聞き取りをします。覆

いとかかぶっている場合はですね、中を見せて

もらう。もしくは必要があれば、トランクに入

っているものはトランクをあけて見せてもらう

というふうなことで確認をしました。 

 で、災害ごみかどうかということにつきまし

ては、これは間違いなく家庭からの災害ごみで

すかということは、受付でお聞きをするという

ふうなことでしてきたつもりです。その中にあ

って、明らかにこれは違うというような者もお

りましたので、その者については入り口で帰っ

てもらうということで強制的に排除したという

事例もございます。（委員大倉裕一君「はい、

結構です」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） この災害廃棄物のです

ね、メニューというか、種別を見ましたら、こ

の中に農業用のビニールハウスはないんですよ

ね。で、これ所管が違うというふうにおっしゃ

るかもしれませんけども、この部分において

は、会議の中で何かこう、どうしたものかとい

うような話はありましたでしょうか。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口廃棄物

対策課長。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。この
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農廃ビにつきましては、クリーンアメニティが

倒産したということでございました。その中

で、あれは産廃施設なんですが、廃棄物という

ことで、うちの所管としてですね、倒産時から

かかわってきたところですけども、その中で確

かに農廃ビが、クリアメもほとんど八代管内や

っていたという事実もありましたので、このま

まストップしてしまってはどうしようもならぬ

ということでしたので、農政のほうとも協議し

まして、農協のほうで処理していただくという

ことで、補助金等も出たかと思います。 

 そういうことでございまして、所管課として

は、農廃ビについては、ＪＡを通じて、もうル

ートができているというふうな考えでございま

すとともに、あれは産業廃棄物でございますの

で、今回は受け取れないということで、その両

方の観点から受け取りをしなかったということ

でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） これは一例ですけど、

隣町の氷川町では、これも収集したというよう

なことで、結局、さっきの産廃、熊本県ですか

ね、産業廃棄物協会というところで引き取って

もらったというようなこともちょっと聞いては

おりますけども、そういった手法もあるという

ことも考えられないことはないんですよね。そ

のことに関しては何かお考えというか、結果論

ではありますけども、ありますか。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口廃棄物

対策課長。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） 先ほど申し

ましたとおり、クリーンアメニティがやってい

た分についてはＪＡのほうでですね、やってい

ただくということで話ちゅうか、もう打ち合わ

せ、協議ができてたというふうに判断しており

ましたので、当然農廃ビについてはＪＡのほう

でやっていただけるということで、当方として

は、一般生活に密着した瓦とか瓦れきとか畳と

か布団とか、そういう生活に密着した部分につ

いて重点的に収集したというところでございま

す。（委員前川祥子君「はい、わかりました」

と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。（委員古嶋津義君「小会とってい

ただきたい」と呼ぶ） 

 小会します。 

（午前１１時１８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１８分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（庄野末藏君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、庄野委員。 

○委員（庄野末藏君） 先ほど、古嶋委員から

提案があった、再度収集ちゅうのができないも

んかということで、私も９月議会で要望をしと

きましたけど、業者が入った場合はですね、手

数料取ってやる分であるし、個人で本当に直す

のにまだまだ時間がかかる、材料は不足しとる

というような状況がまだまだあるということで

すね。そういう人たちの分に対しては、ぜひ受

け取ってほしいという要望もあっとっとですよ

ね。今後、いろんな方法で収集をですね、でき

ないもんかというふうに思いますので、どうか

皆さんで検討した中でですね、本当に個人の被

災ごみちゅうか、それであれば受け取るような

形をですね、何らかの形でとってもらうような

作業をやってもらいたいとそういうふうに思い

ますので、強く要望しときます。 

○委員長（成松由紀夫君） 要望ですね。 

○委員（庄野末藏君） はい。 
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○委員長（成松由紀夫君） 今のは便乗ごみで

すかね、災害ごみですかね。 

○委員（庄野末藏君） 災害ごみだけど──災

害ごみですたいね。それを結局業者がとってい

く場合は手数料取っていくけんですね。しか

し、個人でした場合はなかなか年とった場合、

なかなかできないというふうな状況で、資材待

ちとかいろんなことがあって、できないという

状況がまだまだあるちゅうことで。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、わかりまし

た。 

 ほかにございませんか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。本当に今回の

ですね、災害の対応お疲れさまです。本当に昼

夜を問わずの対応、お疲れのことだったという

ふうに思っています。 

 １６年ぶりのですね、やっぱり災害というこ

とで、非常にそういった意味ではノウハウも含

めて、先ほど検証したということでありました

けれども、大変だったろうというふうに思うん

です。ただ、今回、場所の選定、またさまざま

なですね、課題がやっぱり出てきているという

ふうに思います。そのことをきちんと総括して

いただいて、なおかつですね、やっぱり特に災

害ごみの集積所についてはですね、やはり考え

んといかぬなというふうに思っています。 

 新しい環境センターの建設、これも後である

ようですが、やはりこの中にですね、きちんと

そういった災害に対応するにはどうしたらいい

かっていうこともですね、盛り込んで考えてい

ただきたいなというふうに思います。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 先ほども少し触れまし

たが、水処理センターの集積所につきまして

は、市内の方からお電話がありまして、地面が

ぬかって、落ち葉等鏡で収集するから、持って

きてよかろうかというお電話が２件ありました

ので、１６年前のですね、やっぱり山こずみに

した悪夢がちょっとよみがえりましてですね、

わあーっと思って。そしたら、当日、私も８時

前にちょっと行きまして、支所長と話しよった

んですけど、一方通行でですね、当初はちょっ

と車が渋滞してましたが、あとはスムーズに流

れて、職員の方が、全部免許証を提示されて、

住所を書き写して、そして、トラックならトラ

ックを見られて、何品目までと返された方もあ

ったように見ておりました。そういう中でです

ね、あの辺はちょっと住宅もありますので、ま

た、悪臭、環境問題等もありますので、なるだ

け早目にする。先ほど、それから前川委員が言

いましたように、また台風が来るかもしれませ

んので、二次災害等がやっぱり起きる可能性も

なきにしもあらずですので、早目に撤去をお願

いをしたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） 今回は本当に廃棄物の

分別がかなりよく最初からでき上がっていたな

というふうに、それは感心いたしました。その

ことによって、かなり経費も違ってくるだろう

なというふうに思います。 

 今後、台風というか風の被害、それから雨の

被害、それぞれまた被害が違うと思うんですよ

ね。それに対する対応策、そういうところもし

っかりですね、マニュアル化と先ほどもおっし

ゃいましたけども、こうなったときにはどうす

るかという、その想定ですね、それをしっかり
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とやっていただきたいと。危機意識を持って、

ぜひよろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第８９号・平成２７年度八代市一般会計

補正予算・第６号中、当委員会関係分について

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 小会します。 

（午前１１時２４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２７分 本会） 

◎議案第８２号・平成２７年度八代市下水道事

業会計補正予算・第１号 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、議案第８２号・平成２７年度八代市下

水道事業会計補正予算・第１号を議題とし、説

明を求めます。 

○下水道総務課長（古田洋治君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） 古田下水道総務課

長。 

○下水道総務課長（古田洋治君） こんにち

は。下水道総務課、古田でございます。よろし

くお願いします。じゃ、座って御説明させてい

ただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、どうぞ。 

○下水道総務課長（古田洋治君） 議案第８２

号・平成２７年度八代市下水道事業会計補正予

算・第１号につきまして御説明させていただき

ます。 

 資料は、別紙の補正予算書でございます。 

 まず、今回の補正の概要、趣旨から御説明さ

せていただきます。本市の下水道事業は、御承

知のとおり、ことし４月１日から地方公営企業

法の一部適用、いわゆる財務規定のみを適用

し、これまでの官公庁会計から企業会計に移行

しておりますが、今回の補正は当初予算で前年

度の決算見込みの数値を用いて作成しておりま

した４月１日時点の予定開始貸借対照表につき

まして、今般、平成２６年度の打ち切り決算等

の金額が確定しましたことから、予定開始貸借

対照表の各科目の金額を修正し、正式に企業会

計の起点となります開始貸借対照表を予算書に

計上するものでございます。また、これに付随

する本年度の予算額につきましても、あわせて

修正するものでございます。 

 それでは、補正予算書の内容について説明い

たします。お手元の予算書の１ページをお開き

いただきたいと思います。 

 議案第８２号、第２条（収益的収入及び支

出）で、平成２７年度八代市下水道事業会計の

当初予算第３条に定めました収益的収入及び支

出の予定額を次のとおり補正するものとしてお

ります。 

 左から括弧で示しておりますが、科目、既決

予定額、補正予定額、（計）という順で示して

おりますが、収入では、第１款・下水道事業収

益、第２項・営業外収益で１６２万２０００円

を減額し、下水道事業収益の補正後の金額を、

一番右の列になりますが、３０億７４６９万３

０００円としております。また、下段支出で

は、第１款・下水道事業費用、第１項・営業費

用で８６９万６０００円を減額し、下水道事業

費用の補正後の金額を３０億９５９０万５００

０円としております。内容につきましては、後

ほど５ページからの下水道事業会計補正予算に

関する説明書で御説明いたします。 

 続いて２ページをお開きください。 

 第３条の資本的収入及び支出ですが、当初予

算の第４条で、資本的収入額が資本的支出額に
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対して不足する額９億２６１０万５０００円

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額１０００万３０００円、引継金１億５６

９９万４０００円及び当年度損益勘定留保資金

７億５９１０万８０００円で補塡するものとす

ると規定しておりましたが、先ほど申し上げま

した平成２６年度の打ち切り決算の確定及び今

回の予算の変更に伴い、今回の補正予算書に示

してありますように、資本的収入額が資本的支

出額に対して不足する額９億２６１０万５００

０円を９億２６０３万３０００円に、引継金１

億５６９９万４０００円及び当年度損益勘定留

保資金７億５９１０万８０００円をそれぞれ１

億５８１万９０００円、８億１０２１万１００

０円に改めております。また、支出におきまし

ては、第１款・資本的支出、第２項ですが、企

業債償還金で７万２０００円を減額し、資本的

支出の補正後額を２７億４７０８万３０００円

としております。 

 ただいま申し上げました条文を説明いたしま

すと、資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額とは、収入の第１款・資本的収入から支

出の第１款・資本的支出を差し引いた額、引継

金とは、企業会計移行の４月１日に下水道特別

会計から引き継いだ金額、当年度損益勘定留保

資金とは、収益的収入及び支出の予算のうち、

後ほど説明いたしますが、現金の支出を伴わな

い費用の減価償却費から、現金の収入が伴わな

い長期前受金戻入額を差し引いた内部留保資金

を補塡財源として取り扱うものでございます。 

 次に２ページの下段、第３条の２、特例的収

入及び支出では、当初予算の第４条の２で地方

公営企業法施行令第４条第４項の規定により当

該事業年度に属する債権及び債務として整理す

る未収金及び未払金の金額は、それぞれ８０９

７万４０００円及び１億３１４４万８０００円

であると規定しておりましたが、これらの金額

をそれぞれ１億９４４５万９０００円、５７２

６万９０００円に改めるものでございます。 

 地方公営企業法施行令第４条第４項の規定に

より当該事業年度に属する債権及び債務として

整理する未収金及び未払金の金額とは、平成２

６年度末の債権・債務で、企業会計に移行する

平成２７年度に引き継ぐ債権及び債務として整

理する未収金及び未払金のことでございます。 

 次に３ページですが、第４条は、下水道使用

料コンビニ収納事務委託につきまして、債務負

担行為を設定するものでございます。期間を平

成２８年度から平成３０年度、限度額を１件当

たり６６円に収納取扱件数を乗じて得た額及び

基本料月額としております。 

 下水道使用料のコンビニ収納につきまして

は、市税等と合わせて来年４月から導入を予定

しておりまして、事前の準備作業などで本年度

契約が必要となることから、債務負担行為の設

定を行うものでございます。 

 以上が、議案第８２号の内容説明でありま

す。 

 続きまして、５ページからが下水道事業会計

補正予算に関する説明書であります。 

 あけまして、７ページから１１ページになり

ますが、平成２７年度八代市下水道事業会計補

正予算実施計画となります。内容につきまして

は、１９ページ、２０ページの予算の明細にて

後ほど御説明いたします。 

 次に、１２ページの予定キャッシュフロー計

算書は、予算等の変更に伴いまして修正を行っ

ております。 

 続きまして１３ページの開始貸借対照表でご

ざいます。貸借対照表につきましては、先ほど

議案の中で御説明しましたとおり、当初予算で

は、決算見込みの金額をもとに、頭に予定がつ

きます予定開始貸借対照表として計上しており

ましたが、平成２６年度の決算及び２６年度に

改築更新を行った下水道管渠、水処理センター

の資産評価額などが確定いたしましたので、各
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科目の金額を修正し、予定という文言をとりま

して、正式な企業会計のスタートとなる開始貸

借対照表として予算に計上するものでございま

す。 

 内容につきましては、資産の部、１３ページ

の右下の固定資産合計で、当初予算の開始貸借

対照表と比較しますと、１９３４万円減の一番

下の段になりますが、４９９億２２１５万６０

００円。 

 １４ページに移ります。金額は、一番右の列

をごらんいただきたいと思いますが、流動資産

合計で６４４５万２０００円減の３億２７万８

０００円、その下、資産合計で８３７９万２０

００円減の５０２億２２４３万４０００円。 

 次に、負債の部では、３、固定負債で１億４

０８２万８０００円減の２３６億９１８４万６

０００円、４、流動負債で７４２４万円減の一

番下になります１９億２１９万２０００円。１

５ページですが、５、繰延収益は７６４１万４

０００円増の２２４億７５０４万２０００円。

負債合計で１億３８６５万５０００円減の４８

０億６９０８万円。 

 次に、資本の部では、６、資本金で５４８６

万３０００円増の１２億８８８９万２０００

円。７、剰余金は前回と同額の８億６４４６万

２０００円。資本合計で２１億５３３５万４０

００円。 

 負債資本合計は、資産合計と同額の５０２億

２２４３万４０００円となっております。 

 次のページの１６ページから１８ページの予

定貸借対照表は、ただいまの開始貸借対照表及

び予算等に基づく平成２８年度３月３１日いわ

ゆる期末時点の見込みとなります。 

 続きまして１９ページをお願いいたします。 

 冒頭で説明いたしました今回の補正予算の明

細でございます。まず、収益的収入及び支出の

収入では、款１・下水道事業収益、項２・営業

外収益、目５・長期前受金戻入で１６２万２０

００円を減額し、補正後の金額を９億２６３５

万１０００円としております。 

 長期前受金戻入とは、資産の減価償却費と同

じく、下水道施設を整備した際の財源でありま

す国庫補助金や一般会計繰入金、受益者負担金

などを、施設ごとの耐用年数に応じて、毎年度

長期前受金戻入として収益化することとされて

おりまして、収入として予算に計上いたしまし

た。 

 今回の減額につきましては、開始貸借対照表

と同じく平成２６年度に整備いたしました下水

道管渠及び水処理センターの改築更新の決算

額、固定資産評価額が確定し、改築によります

除却が発生したことなどにより減額となるもの

でございます。 

 次に、支出では、款１・下水道事業費用、項

１・営業費用、目６・減価償却費で８６９万６

０００円を減額し、補正後の金額を１８億４１

１４万１０００円としております。減額の理由

といたしましては、先ほども説明いたしました

長期前受金戻入と同じでございます。 

 次に、２０ページをお願いいたします。 

 資本的支出では、款１・資本的支出、項２・

企業債償還金、目１・企業債償還金で７万２０

００円を減額し、補正後の金額を１８億４４９

１万２０００円としております。これは平成２

６年度に借り入れました企業債のうち、今年度

の償還額が当初の見込みより７万２０００円減

額となり、こちらも開始貸借対照表の修正に必

要となるため、予算額を減額補正するものでご

ざいます。 

 最後になりますが、２１ページ、債務負担行

為に関する調書及び企業債の現在高の見込みに

関する調書でございます。 

 以上で、議案第８２号・平成２７年度八代市

下水道事業会計補正予算書・第１号の説明を終

わります。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 
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○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。済みません、ち

ょっと聞きづらかっですけども、債務負担行為

でコンビニ収納経費が出してあるんですけど、

一般会計のほうは当初予算に上がっとったかと

記憶しているんですけども、これはやっぱりこ

の予算確定後じゃなかといけぬだったという理

由なのか、それともただ単にそのときに計上を

漏らしておりましたという話なのか、これはど

ちらになるんでしょうか。 

○下水道総務課長（古田洋治君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 古田下水道総務課

長。 

○下水道総務課長（古田洋治君） 大変申しわ

けございません。全くおっしゃられたとおりで

ございまして、コンビニ収納事務委託につきま

してはですね、他の税関係、一般会計等々です

ね、歩調合わせて事務等をですね、進めてきた

わけですけども、年度末、年度当初、非常にこ

の移管につきまして、事務煩雑というふうなこ

ともありまして、漏れておったというふうなこ

とで、今回計上したということでございます。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第８２号・平成２７年度八代市下水道事

業会計補正予算・第１号について、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第９１号・平成２７年度八代市下水道事

業会計補正予算・第２号 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第９１

号・平成２７年度八代市下水道事業会計補正予

算・第２号を議題とし、説明を求めます。 

○下水道建設課長（福田新士君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、福田下水道

建設課長。 

○下水道建設課長（福田新士君） はい。下水

道建設課の福田でございます。よろしくお願い

します。 

 議案第９１号・平成２７年度八代市下水道事

業会計補正予算・第２号につきまして、御説明

させていただきます。着席にてお願いいたしま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○下水道建設課長（福田新士君） 資料は、別

冊補正予算書でございます。 

 まず、概要から説明させていただきます。今

回の補正につきましては、８月２５日到来しま

した台風１５号で被災を受けました下水道施

設、新港町の水処理センター及び新開町の中央

中継ポンプ場におけます災害復旧費の補正予算

をお願いするものでございます。 

 予算書の１ページをお開きください。 

 まず、第２条で収益的収入及び支出の予定額

を次のとおり定めております。収入では、第１

款・下水道事業収益の第２項・営業外収益で３

７０万円を追加し、補正後の計を３０億７８３

９万３０００円としております。営業外収益

は、災害復旧に伴う国庫負担金でございます。 
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 次に、支出では、第１款・下水道事業費用、

第１項・営業費用で６５５万円を増額、第２項

・営業外費用で２１万１０００円を減額し、下

水道事業費用合計で６３３万９０００円を追加

し、補正後の計を３１億２２４万４０００円と

しております。営業費用は、施設等の災害復旧

費、営業外費用は災害復旧費の収入支出に伴う

消費税及び地方消費税でございます。 

 また、第２条の、なお書きにありますが、営

業費用中災害復旧費６５５万円の財源に充てる

ため、企業債１８０万円を借り入れることとし

ております。この企業債１８０万円につきまし

ては、収入の予算では計上しておりませんが、

これは、今回の災害復旧の内容が比較的に小規

模で、資産価値の上昇や耐用年数が延長される

ものではないため、復旧経費を資本的支出では

なく、収益的支出の営業費用で予算計上してお

ります。このような場合の企業債の予算計上の

方法としましては、収入予算には計上せず、予

算書の文言中で財源を示すものとされているた

めでございます。 

 次に、２ページをお開きください。 

 第３条で平成２７年度八代市下水道事業会計

予算、これは当初予算のことでございますが、

その第５条に定めました企業債につきまして、

災害復旧事業債１８０万円を追加しておりま

す。 

 続きまして、補正予算の内容について御説明

いたします。ページが飛びますけど、１２ペー

ジ、１３ページをお開きください。 

 まず、収益的収入及び支出の１２ページ下段

の支出から御説明いたします。支出では、款１

・下水道事業費用、項１・営業費用、目２・ポ

ンプ場費で２２５万円を追加し、補正後の計を

７９２３万３０００円としております。これ

は、中央中継ポンプ場の出入り口ドアが枠ごと

変形し、ガラスが破損したことによります出入

り口復旧費用の工事請負費でございます。 

 次に、目３・水処理センター費で４３０万円

を追加し、補正後の計を３億２９８２万９００

０円としております。これは、水処理センター

施設内のポンプ棟外壁タイルなどの破損により

ます修繕費７５万円、施設内の倒木復旧にかか

ります委託料２５万円。そのほか余剰ガス燃焼

装置の煙突倒壊によります復旧工事及び風向風

速計の破損によります復旧工事の工事請負費３

３０万円でございます。 

 次に、１３ページ、項２・営業外費用、目２

・消費税及び地方消費税では２１万１０００円

を減額し、補正後の金額を３００５万６０００

円としております。これは、今回の災害復旧経

費の補正に伴い、課税仕入れ税額が増加するこ

とによりまして、来年の６月の申告、支払い予

定の消費税及び地方消費税が減額になるもので

ございます。 

 次に、１２ページの上段の収入でございます

けれども、款１・下水道事業収益、項２・営業

外収益、目７・国県負担金で３７０万円を追加

計上しております。 

 支出の目２・ポンプ場費、目３・水処理セン

ター費の工事請負費が下水道施設災害復旧事業

費国庫負担金の補助対象となりますことから、

補助率３分の２で予算計上いたしております。 

 以上が補正予算の内容となりますが、８ペー

ジの予定キャッシュフロー計算書、９ページか

ら１１ページの予定貸借対照表は、今回の補正

予定額に合わせて修正を行っております。説明

につきましては、省略させていただきます。 

 次に、１４ページをお開きください。 

 企業債の現在高に関する調書につきまして

は、本予算書の第３条で追加しております災害

復旧事業債１８０万円につきまして、区分及び

起債額を追加し、当該年度末現在高見込額を２

４７億３３７４万６０００円としております。 

 以上が予算の説明でございますが、施設の被

害につきましては、別紙資料で説明させてくだ
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さい。 

 右上のほうに資料とついております、議案第

９１号のやつですけど、１枚めくっていただき

ますと、今回の目次としまして、支出項目２項

目上げております。ポンプ場費のところが中央

中継ポンプ場に当たります。と、水処理センタ

ーの施設のほうが下段になります。 

 １枚めくっていただいて、位置関係の位置図

がついておりますけど、左上のほう、水処理セ

ンターの位置を示しております。中央中継ポン

プ場ですけど、これはゆめタウンの西側に中央

ポンプ場、その横に中央中継ポンプ場として配

しております。 

 もう１枚めくっていただきますと、被災の状

況です。中央中継ポンプ場の扉、これが枠ごと

変形いたしまして、ガラスが２枚あるものが飛

び散ってなくなっております。 

 １枚まためくっていただきますと、水処理セ

ンターの被災状況です。主なものは、右側の今

度災害復旧のほうで、今、この煙突が落ちてい

るんですけど、９メートルあります煙突の中ほ

どからとれまして下に落ちました。復旧のほう

には今、国庫補助の対象になるということと、

査定前の着工ということでお願いしまして、も

う修理のほうに今入っております。 

 以上で説明終わります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。それでは、

以上の部分について質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。済いません。水

処理センターの余剰ガス燃焼装置煙突が折れと

っとですけど、その風の強かったけん、折れた

ちゅうのはわかるんですけど、どういう状況だ

ったんでしょうか。何か折れてる部分とか、何

かそういったの。きれいに何か外れとっけんで

すね。 

○下水道建設課長（福田新士君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、福田下水道

建設課長。 

○下水道建設課長（福田新士君） はい。これ

が、先ほど言いました９メーターほど高さがご

ざいます。下のほうの４メートル５０ぐらいの

ところから折れとるんですけど、その残ってる

部分につきましては、煙突の径がちょっと大き

ゅうございます。それで、その折れたところか

ら調整して、上部の落ちた部分が乗っかってた

んですけど、そこの変換する施設が溶接等でと

めてあったんですけど、もう切断されて、風の

影響でですね。それで、分断された状態で落ち

てきとりました。（委員古嶋津義君「これは向

こうにあるとが下になっとか」と呼ぶ）この何

か丸かやつに、この手前から乗っかってたんで

すけど。（委員古嶋津義君「写真が残っとる、

この塔の上に乗っとっと」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手をお願いしま

す。（｢まだ……」と呼ぶ者あり）はい、大倉

委員。発言中でした。 

○委員（大倉裕一君） 手元にもその説明資料

あるんですけど、何というんですかね、内部の

ほうからサイコロみたいな四角いのが転がり落

ちてきてるところが接合部分ということで理解

していいんですよね。 

○下水道建設課長（福田新士君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、福田下水道

建設課長。 

○下水道建設課長（福田新士君） はい、今言

われるとおり、耐熱のセメントで、そのれんが

みたいなやつが中間部分に施してありましたけ

ど、それも倒壊のために破損して飛び散ってし

まったという状態になっております。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 八代地域の最大風速が
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３６メーターだったですかね。３７弱という話

だったんですけど、ちょっと自分のイメージと

すれば簡単に壊れ過ぎとっとじゃなかっかなて

いうような思いがすっとですけど。例えば、溶

接が施工不良というですか、きちっと乗っとら

んだったとかていうことは考えられないんです

か。 

○下水道建設課長補佐兼水処理センター場長

（南 浩一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） 南下水道建設課長

補佐兼水処理センター場長。 

○下水道建設課長補佐兼水処理センター場長

（南 浩一君） 少し現地のほうで工場へ持ち

帰りましてですね、状況の確認をしました。 

 まず、経緯としましては、まず台風前には月

例点検を行いましてですね、状態の異常は見ら

れませんでした。溶接等の剥離があれば発見で

きると思うんですが、その状態はなかったとい

うことです。 

 それで、当日の風向きでいきますと、内港の

ほうの風向きがあるんですが、データをちょっ

と入手しましたが、１時間の間に北側から南側

に大きく暴風雨が巻いとりますもんですから、

はっきり言いまして全体に満遍なく風が当たっ

て、それごと多分煙突が揺さぶられたというこ

とで、実際もう施工して３０年ほどたつんです

が、その経年劣化も踏まえて、２つ要因が合わ

さってですね、溶接の部分が断裂してきれいに

落ちたというふうに、今、原因のほうは今推定

をしております。 

 実際に現地のほうでの溶接部分の、生きてる

かどうかというのを見てまいりましたが、溶接

の部分はですね、確かに生きてる部分がかなり

ありました。それでもねじ曲がってとれたとい

うふうに判断をしております。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 溶接部分が切断された

のが新しい傷だったということですので、そこ

を信頼、信用したいというふうに思います。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。ござい

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第９１号・平成２７年度八代市下水道事

業会計補正予算・第２号について、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 それでは、午前中の審査を終了し、しばらく

休憩いたします。午後は１時から再開いたしま

す。 

（午後０時００分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時０１分 開議） 

◎議案第８３号・契約の締結について（南川橋

梁上部工建設工事（２７－１）） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、休憩前

に引き続き、建設環境委員会を再開いたしま

す。 

 次に、事件議案の審査に入ります。 

 議案第８３号・南川橋梁上部工建設工事（２

７－１）に係る契約の締結についてを議題と

し、説明を求めます。 

○財務部長（岩本博文君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） 岩本財務部長。 

○財務部長（岩本博文君） はい。こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財務部部

長の岩本でございます。 

 議案第８３号の契約についてお願いをいたし
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ます。 

 詳細につきましては、工事関係は建設部の西

都市整備課長、契約関係は財務部の山本契約検

査課長に説明いたさせます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○都市整備課長（西 竜一君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、西都市整備

課長。 

○都市整備課長（西 竜一君） はい。皆さん

こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）

都市整備課の西でございます。 

 まず、私のほうからですね、今回の工事の概

要について説明させていただきたいと思いま

す。恐れ入りますが、着座にて説明をさせてい

ただきたいと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○都市整備課長（西 竜一君） それでは、お

手元の資料ですね、よろしいでしょうか。こち

らの１ページをまずお開きいただきたいと思い

ます。 

 今回の工事概要説明書でございます。説明書

に従いまして説明してまいります。 

 番号、街路第４号、件名、南川橋梁上部工建

設工事（２７－１）でございます。工事場所

は、南川の河川内ではございますが、両側の町

名をとりまして、八代市古城町、植柳新町一丁

目としております。契約の相手方は、極東興和

・園川組建設工事共同企業体でございまして、

住所は熊本市東区渡鹿８丁目１－４６でござい

ます。契約金額は４億７９９万８０８０円でご

ざいまして、工期につきましては、本議会の議

決日から平成２８年１２月２２日までを予定し

ております。 

 本工事につきましては、都市計画道路南部幹

線の道路整備事業に伴いまして、橋梁の上部工

の新設工事を行うものでございまして、主な工

事の内容につきましては、施工延長が１９４メ

ートルで、橋梁の構造はＰＣ４径間連結ポスト

テンションＴ桁橋でございます。１径間の長さ

が３４.５メートルで、それを４径間、合わせ

て１３８メートルの径間長となります。今回の

施工幅員が１２.７５メートルで、桁の厚さが

２メートルでございます。このほかに地覆や防

護柵などの設置を行うものでございます。 

 次に、２ページをごらんください。 

 位置図でございます。南部幹線は、建馬町の

ゆめタウンの東側、県道八代港大手町線と平山

新町の八代南インターチェンジ付近、国道３号

とを結ぶ全長約５.６キロ、幅員３０メートル

の都市計画道路でございまして、そのうち南川

を挟みます延長１０３８メートルの区間を、八

代市で平成９年度に事業認可を取得し、整備を

行っているところでございます。 

 次に、３ページをごらんください。 

 現在事業中の市施工区間の平面図でございま

す。図面左側が北側になります。古城町の都市

計画道路麦島線から南川をまたぎ、葭牟田町の

市道植柳新町葭牟田町線までの１０３８メート

ルが現在事業中の区間でございまして、赤色で

着色したところが、今回の橋梁工事の施工箇所

でございます。また、緑色で着色した部分が今

年度別工事で施工する箇所で、黒色で着色した

部分が過年度施工箇所──２６年度までに施工

した箇所ということになります。なお、あわせ

てですね、この資料の中に現在の状況を、ちょ

っと小さい写真で申しわけないんですが、写真

をあわせて添付しております。今現在このよう

な状況ということになります。 

 次に、４ページをごらんいただきたいと思い

ます。 

 この図面は、南川橋梁部分を拡大した図面と

いうことになります。先ほどとですね、図面の

方向が違ってて大変申しわけありませんが、こ

の図面は右が北側ということになります。一番

上の図が川の方向から見た縦断面図、真ん中の

図が平面図、一番下の図が道路の方向から見ま
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した横断面図でございます。先ほどの図面と同

様にですね、黒色で着色しております上り線側

がですね、昨年度までに橋梁工事が終わってお

りまして、赤色で着色した今回の工事箇所と、

緑色で着色しました今年度別途施工で実施しま

す工事箇所の工事が終わりますと、舗装工事を

除きまして、橋梁工事は完了ということになり

ます。 

 次に、５ページをごらんいただきたいと思い

ます。 

 これは、南部幹線の南川橋梁がですね、完成

したということでですね、イメージ図を現在の

ですね、写真にですね、グラフィックでです

ね、張りつけたものでございまして、ここで言

います、赤色で着色した部分が今度の工事場所

ということになります。 

 それと最後になりますが、市で現在行ってお

ります南川を挟みます区間につきましては、平

成２８年度末完成を予定しているところでござ

います。 

 以上で工事の概要の説明を終わらせていただ

きます。 

○財務部首席審議員兼契約検査課長（山本洋治

君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山本財務部

首席審議員兼契約検査課長。 

○財務部首席審議員兼契約検査課長（山本洋治

君） 契約検査課の山本でございます。 

 工事の概要に引き続き、入札及び契約に関し

まして、着座して御説明申し上げますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○財務部首席審議員兼契約検査課長（山本洋治

君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山本財務部

首席審議員兼契約検査課長。 

○財務部首席審議員兼契約検査課長（山本洋治

君） それでは、議案第８３号・契約の締結に

ついて御説明申し上げます。 

 先ほど、西課長のほうから説明がございまし

たとおり、本議案は、南川橋梁上部工建設工事

（２７－１）に係るもので、契約金額は４億７

９９万８０８０円で、極東興和・園川組建設工

事共同企業体を相手方として契約を締結するも

のでございます。 

 予定価格が１億５０００万円以上の工事請負

契約の締結となりますことから、八代市議会の

議決に付すべき契約に関する条例第２条の規定

により、議会の議決に付すものでございます。 

 先ほど、工事概要の説明で使いました資料の

６ページの制限付一般競争入札公告をお願いい

たします。 

 本工事につきましては、制限つき一般競争入

札を実施する旨を平成２７年６月１９日に公告

いたしております。 

 本市では、入札の透明性、公正性、競争性を

確保するため、設計金額が２５００万円以上の

建設工事につきましては、原則、制限つき一般

競争入札を行うことといたしております。 

 なお、本入札は、電子入札システムを利用し

て行うとともに、入札前に競争参加資格の審査

を行う事前審査方式を採用し、また最低制限価

格も設けております。 

 次に、中段部分に記載しています２、競争入

札に参加する者に必要な資格に関する事項につ

いてでございますが、（１）企業に関する条件

ですが、共同企業体、すなわちＪＶ方式を採用

し、ＪＶ構成員の数は２者または３者といたし

ております。これは、地元業者の公共工事への

参入機会を確保するとともに、単体企業による

施工に比べて効果的な施工が確保できると認め

られる工事内容であり、設計金額がおおむね１

億５０００万円以上の土木一式工事であって、

確実かつ円滑な施工を図るため、技術力等を特

に集結する必要があると認められるものについ

ては、本市では原則ＪＶ発注といたしておりま
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す。 

 次に、ＪＶ構成員に係る条件でございます

が、代表構成員につきましては、土木一式工事

に係る特定建設業の許可を受けており、プレス

トレストコンクリート工事における総合評定値

が１１００点以上あり、九州管内に営業所を有

する者といたしております。 

 特定建設業の許可を条件としていますのは、

土木一式工事において下請総額が３０００万円

以上となる場合は特定建設業の許可を受けてい

ることが必要となり、本工事においては下請総

額が３０００万円以上となることが想定されま

すことから、条件として設定したものでござい

ます。 

 代表構成員以外の構成員につきましては、土

木一式工事の許可を受けており、平成２７・２

８年度八代市競争入札参加資格における土木一

式工事の格付がＡ級であり、八代市内に主たる

営業所を有する者といたしております。また、

全ての構成員が、設計業務等の受託者との関連

及び経営事項審査の審査基準日の期間の各項目

で記載している内容の全てを満たしていること

も条件といたしております。 

 次に、（２）企業の施工実績及び配置予定技

術者に関する条件ですが、施工実績に関する事

項につきましては、当該事項記載の実績を代表

構成員のみの条件といたしております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 配置予定技術者に関する事項につきまして

は、代表構成員に関しては、施工経験、資格等

及びその他に記載した条件を全て満たす者を、

また代表構成員以外の構成員では、資格等及び

その他に記載した条件を全て満たす者を工事現

場に専任で配置できることを条件といたしてお

ります。 

 次に、５、入札日程でございますが、入札期

間を７月１０日から７月２３日まで設定し、７

月２４日に開札を行っております。 

 ６、契約締結についてでは、議会の議決があ

った場合は、本契約となる旨を定めた仮契約を

請負者と締結する旨を記載いたしております。 

 次に、８ページの入札結果をごらんくださ

い。 

 本入札は、事前審査方式を採用しておりまし

て、９つの共同企業体が入札前に競争参加資格

審査の申請を行い、全ての共同企業体の参加資

格が確認でき、入札に参加されておられます。

なお、いずれの共同企業体も構成員は２者でご

ざいます。 

 入札の結果は、９つの共同企業体のうち８つ

の共同企業体が最低制限価格３億７７６８万４

１６３円未満の金額のため失格となり、極東興

和・園川組建設工事共同企業体が、予定価格４

億２５５１万円に対し、入札金額３億７７７７

万６０００円、落札率８８.７８％で落札し、

７月２７日に契約金額４億７９９万８０８０円

で仮契約を締結いたしております。 

 なお、代表構成員は極東興和で、出資割合は

極東興和６０％、園川組４０％となっておりま

す。 

 以上で説明を終わります。審議の方、よろし

くお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、それでは以

上の部分について質疑を行います。 

 質疑ございませんか。ございませんか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 入札のほうで。９者の

参加があって、結果的に最低制限価格というも

のが一つの条件というふうな形になって、それ

をクリアするのが１者しかなかったということ

で、そこと契約をすることになってるわけです

けども、今回の入札について全体的な視点から

どういうふうな思いを、契約検査課のほうでは

持っておられますか。 

○財務部首席審議員兼契約検査課長（山本洋治
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君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山本契約検

査課長。 

○財務部首席審議員兼契約検査課長（山本洋治

君） 確かに、９ＪＶが入札いたしまして、そ

のうち８ＪＶが最低制限価格未満だったという

ことで失格になって、１ＪＶだけが落札したと

いう形になりますけど、ほかのＪＶもほとんど

８７.７６％から８８.７％、予定価格に対しま

してですけども。ということで、最低制限価格

を意識した金額での入札じゃなかったかなとい

う、数字だけで思っております。たまたまラン

ダム係数というのでですね、そこの係数次第に

よっては上がったり下がったりすることもあり

ますので、そうしたことが影響して、９ＪＶの

うち８ＪＶが失格になったという状況でござい

ますので、ＪＶの入札自体につきましては、特

段問題なかったと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） ランダム係数というの

は、公表できるものでしょうか。公表できるも

のであれば、今回のランダム係数についてお知

らせいただきたいと思いますが。 

○財務部首席審議員兼契約検査課長（山本洋治

君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） 山本契約検査課

長。 

○財務部首席審議員兼契約検査課長（山本洋治

君） ランダム係数につきまして、この入札関

係、契約関係につきましては、公表要領がござ

いまして、ランダム係数につきましては、公表

する要領の中に入っておりませんので、公表自

体はしておりません。ただし最低制限価格につ

きましては、公表いたしております。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） これ、どう見てもです

ね、おかしいなという、市民の方が見られても

おかしいなという評価をされるんじゃないかな

というふうに思います。予定価格が４億２５５

１万円ですか。（｢はい、そうです」と呼ぶ者

あり）それに、どこの企業さんの入札見ても３

億７６００万から７００万ということで、この

もともとの予定価格自体が少し高目に設定され

ていたんじゃないかという疑念も湧くんですけ

ど、このあたりはどのようにお考えですか。 

○都市整備課長（西 竜一君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） 西都市整備課長。 

○都市整備課長（西 竜一君） 設計につきま

してはですね、コンサルタントに設計、図面等

を依頼しまして、その中から数量を拾いまし

て、それに市場価格を掛け、全国で共通のあり

ます積算基準をもとにですね、積算をし、経費

率等についても、その全国標準のですね、基準

の経費率等を用いておりますので、設計価格に

ついてはですね、今の市場単価を反映した設計

──予定価格ではないかと判断しております。 

 あと、どれだけ企業の方がですね、それを下

回って頑張るかというのはですね、企業努力と

いうことになりますが、効率のよい現場の施工

であったりですね、そういう現場での工夫とい

うものでですね、どれだけ自分たちが頑張れる

かというのをですね、それぞれの企業の皆さん

がですね、頑張られるということだと考えてお

ります。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 最低制限価格というも

のがあるというのは、もう理解しながらも金額

をできるだけ低く、札を入れてとりたかったけ

ども、結果としてこうなったというふうな発言

みたいなんですけど、なかなか何ちゅうです

か、理解できないんですけども。証拠がないの

でですね、何もおかしいという、何ちゅうです

かね……。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 
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○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○都市整備課長（西 竜一君） 済みません、

１つだけ、先ほど。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。西都市整備

課長。 

○都市整備課長（西 竜一君） はい。済みま

せん。先ほどの説明の中でですね、１つ間違っ

て説明してございました。 

 先ほど、橋梁部分については、舗装工事を残

してですね、完了ですということを言いました

が、その中で１つ抜けておりました。舗装工事

と照明工事を除いて橋梁については完成という

ことになります。済いません。漏らしておりま

した。申しわけありませんでした。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。以上で質疑

を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第８３号・南川橋梁上部工建設工事（２

７－１）に係る契約の締結については、可決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本件は可決されました。（｢ありがとうござい

ます」と呼ぶ者あり） 

 次に、本委員会に付託となっている請願・陳

情はありませんが、要望書等につきまして写し

をお手元に配付いたしておりますので、御一読

いただきたいと存じます。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 小会します。 

（午後１時２２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時２３分 本会） 

◎所管事務調査 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

・生活環境に関する諸問題の調査 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、都市計画・建設

工事に関する諸問題の調査、生活環境に関する

諸問題の調査、以上の２件です。 

 このうち、生活環境に関する諸問題の調査に

関連して、環境センター建設事業の進捗状況に

ついて、執行部から発言の申し出があっており

ますので、これを許します。 

 湯野市民環境部次長。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） 市民環境部

の湯野でございます。 

 先ほど、マニュアル、資料の提出がございま

したので、まず、廃棄物対策課長の山口課長の

ほうから、こちらのほうにて説明をさせたいと

思いますけど、よろしいでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） はい。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） 委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、廃棄物

対策課の廃棄物処理についてからの資料につい

ての説明をお願いします。 

 山口廃棄物対策課長。 

○廃棄物対策課長（山口 修君） 先ほど前川

委員のほうから御質問がございました、災害時

のマニュアルについてということでございます
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ので、これについて御説明申し上げます。 

 お手元に資料が届いていると思いますけど

も、これは、ことし３月、災害廃棄物に対応す

べく訓練をいたしました。そのときのマニュア

ルでございます。１ページをめくっていただき

ますと、フロー図というのがございます。この

フローに基づいて、各作業を進めているという

ことでございます。 

 また、今回、３月時に作成しましたものにつ

きましては、大震災もしくは大津波というふう

な極めて激甚的な災害が起こったときを想定し

たものでございますので、被害状況はマックス

で捉えるということでのマニュアルとしてつく

ってございます。 

 １ページ目のところですが、災害発生後のフ

ローとなっております。被害調査をしながら集

積場の開設を行うと。災害対策本部に報告し、

災害後の集積所の設置を決定し、それから今回

のように市民へ広報と集積所の整備をして収集

するというフローになっております。 

 ２ページのほうですけども、これは災害時の

仮置き場の案でございます。実際３月にはこう

いうことでやっておりますけども、こういう体

制で行うということで、担当課としては想定し

ております。 

 ３ページでございます。災害時に分別する理

由ということですけども、１、迅速に、２、で

きるだけ少ない場所で、３、限られた人材でと

いう、この３つをポイントに進めるということ

でございます。 

 ４ページ目が、災害時の廃棄物処理のイメー

ジということで、これは現在やっていることと

全く同じですけども、災害現場から今回の場合

は各市民に搬入してもらうと。仮置き場に設置

しまして、出たものは分別したものに従って中

間処分等を行って、最終的には全ての処分を終

わるということでございます。 

 ５ページ目、６ページ目、これは仮置き場で

の処理イメージということでございます。この

場合は大分別を５つにしております。第１が可

燃、第２が可燃、１、２というふうに可燃を２

つに分け、それから第３で金属、第４で瓦れ

き、第５で処理困難なものということに分けて

おります。その分類の……（発言する者あり）

わかりました。そういうことでの処分の仕方を

するということでございます。 

 今回の場合は一番最後になりますが、台風○

○号の災害ごみについてというチラシがござい

ます。ページ数は打ってありませんけども、今

回もこのような形で、これをもとにしてチラシ

を打ったところでございます。今回の場合は品

目をこの中から絞り込みまして、６ページにし

て行ったということでございます。 

 今後も、防災計画等にはマニュアルがまだ策

定されておりませんけども、廃棄物対策課とし

ては、このマニュアルに沿ってやっていきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

                              

・生活環境に関する諸問題の調査 

（環境センター建設事業の進捗状況について） 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、改めま

して、生活環境に関する諸問題の調査に関連し

て、環境センター建設事業の進捗状況について

執行部から発言の申し出があっておりますの

で、これを許します。 

 湯野市民環境部次長。 

○市民環境部次長（湯野 孝君） こんにち

は、市民環境部です。（｢こんにちは」と呼ぶ

者あり）よろしくお願いいたします。 

 それでは、環境センター建設事業の進捗状況

につきまして、市民環境部の環境センター建設

課の山口課長が説明しますので、よろしくお願

いいたします。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い、委員長。 
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○委員長（成松由紀夫君） 山口環境センター

建設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）環境

センター建設課の山口でございます。 

 環境センター建設事業の進捗状況について御

報告させていただきます。着座にて御報告させ

ていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 本日

は、環境センターの主な施設の基本設計がおお

むねまとまってまいりましたので、各施設の概

要について御報告させていただきます。 

 資料につきましては、数が多うございますの

で、クリップどめさせていただいております。

クリップを外していただきますと、表紙の後に

Ａ４判縦の資料で基本設計の案の概要、その

後、横の資料で各施設の図面がついておりま

す。１番目がエネルギー回収推進施設、２番目

が計量棟・受付棟、３番目がマテリアルリサイ

クル推進施設、４番目が管理棟、５番目が車庫

棟・洗車棟、６、７番目が外構施設、緑地エリ

アと施設ごとに資料をとじております。資料に

は１ページから３９ページまで連番でページを

つけさせていただいております。 

 説明に当たりましては、資料が多うございま

すので、概要書の説明のほうは省かせていただ

きまして、主要な部分のみの説明とさせていた

だきますことを御了承ください。 

 それでは、Ａ４の横、エネルギー回収推進施

設の図面のほうをごらんください。 

 ４ページは、施設を南側から見まして１号炉

を中心とした場合の断面図になります。５ペー

ジから１１ページまでが施設の各階の平面図、

１２ページから１５ページが施設の立面図、１

６ページが施設の概要フロー図となっておりま

す。 

 それでは、図面の７ページのほうをごらんく

ださい。 

 ２階部分、プラットホームが整備される階の

平面図になります。受け入れ扉は全部で５カ

所、１番から４番までが市の収集車や許可業者

の車両用、ダンピングボックスのある扉が一般

車両用となっております。 

 次のページ、８ページをお開きください。 

 ３階部分、見学通路が整備される階の平面図

になります。黄色の部分が施設全体を管理する

ための中央制御室。制御室を取り囲むように青

色の見学通路が配置されます。見学通路は、マ

テリアルリサイクル推進施設と渡り廊下でつな

がっており、右上の通路から入ってきて、プラ

ットホームやごみピットを見てから中央制御室

の前を通り、焼却炉や発電機を見て、リサイク

ル施設へ戻るルートとなっております。 

 ページを飛ばしまして１０ページをお開きく

ださい。 

 ５階部分、ごみクレーンが整備される階の平

面図になります。ごみピットの上部にごみクレ

ーンが２基配置され、両方とも稼働する形にな

ります。 

 ページを飛ばしまして、今度は１６ページを

ごらんください。 

 施設の概要フロー図になります。緑色の太線

がごみの流れ、グレーの太線が灰の流れ、黄色

の太線が排ガスの流れ、赤色の太線が蒸気の流

れ、青線が空気の流れ、紫色の破線が水や薬剤

の流れとなっております。 

 以上でエネルギー回収推進施設の図面の説明

を終わらせていただきます。 

 続きまして、計量棟・受付棟の概要を御説明

します。図面のほうをごらんいただきたいと思

います。図面表紙をめくっていただきまして、

１７ページになります。 

 図面の左側が平面図、右側の上段と中段が立

面図、下段が断面図になっています。計量器は

受付用に２基、退室時、料金徴収用に１基、計
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３基設置いたします。受付棟の左側が搬入時の

計量用となり、外側が市の収集車両用、内側が

許可業者及び一般搬入の車両用となります。受

付棟の右側が退室時の料金徴収用の計量器とな

ります。計量棟の説明を終わらせていただきま

す。 

 続きまして、マテリアルリサイクル推進施設

の概要を御説明いたします。 

 施設の図面のほうをごらんください。 

 １８ページは施設の断面図になっておりま

す。１９ページから２３ページ目までが施設の

各階の平面図、２４、２５ページが施設の概要

フロー、２６、２７ページが施設の立面図とな

っております。 

 それでは、図面の２０ページをお開きくださ

い。 

 １階の平面図になります。施設の北側、図面

では上の場所のピンク色の場所、ここでは施設

内での車両の混雑を避けるために、一般車両の

受け入れスペースを設置いたします。その右側

が施設の入り口になります。施設内の緑色の場

所は品目ごとのストックヤード、オレンジ色の

場所は処理を行った後の資源物の保管ヤードに

なります。施設の中央、図面の上部、赤色の場

所には破砕ごみの処理ラインが、中央の黄色の

場所にはプラスチック製容器包装物の処理ライ

ンが、その下、青色の場所には缶類の処理ライ

ンが設置されます。施設に入った車両は、図面

の右下の出口から出ることになります。 

 なお、１８ページの断面図につきましては、

上段にあります断面図が、図面左側のＢ－Ｂ、

赤で示しておりますけど、この断面図をつけて

おります。１８ページ下の断面図は、図面中央

のＡ－Ａの位置に当たっておることを御説明し

ておきます。 

 次のページをお開きください。２１ページに

なります。 

 ２階の平面図になります。ピンク色の場所

は、委託作業員の休憩室になります。 

 次のページ、２２ページをお開きください。 

 ３階の平面図になります。緑色の見学通路

は、設備を取り囲むように配置されます。図面

右上の場所で管理棟と連絡通路でつながってお

り、見学者はここから入り、プラットホームを

見て資源物の処理ラインを見て、中央制御室の

前を通り、図面右下の連絡通路を通り、焼却施

設のほうに進むことになります。焼却施設の見

学が終わった後、左下の連絡通路からリサイク

ル施設に戻ってきて、管理棟に帰るということ

になります。 

 ページを飛ばしまして、２４ページをごらん

くだい。 

 破砕ごみ、プラスチック製容器包装、紙製容

器包装の処理フローを示しております。 

 次のページ、２５ページをお開きください。 

 缶類、発泡スチロール、白色トレーの処理フ

ローと中間処理を行わずに一時貯留のみを行う

資源物の品目を示しております。 

 以上でマテリアルリサイクル施設の説明を終

わります。 

 続きまして、管理棟の概要について御説明い

たします。 

 管理棟の図面２８ページをお開きください。 

 １階の平面図になります。管理棟はＬ字の形

になります。施設の正面入口は、東側、緑地エ

リアの方向から入ることになります。ホールを

挟んで入り口正面、図面の上部、施設の北側に

当たりますけれども、事務所エリアになってお

ります。 

 次のページ、２９ページをお開きください。 

 管理棟２階の平面図ということになっており

ます。 

 そのまま３０ページのほうをごらんくださ

い。 

 管理棟３階の平面図になります。３階全体が

環境学習に対応するためのスペースとなってお
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ります。図面の上、施設の北側は環境学習スペ

ース、啓発用の展示物などを設置するスペース

と考えております。図面の下、施設の南側、多

目的室は、長机、椅子を置いた状態で１５０人

から１６０人程度を収容できる部屋となってお

ります。施設見学は、この部屋を出て環境学習

スペースを通り、施設の西側の出口から出て渡

り廊下を渡り、リサイクル施設へ向かうことに

なります。 

 次の３１ページ、３２ページは、施設の立面

図となっております。 

 ３３ページ目が、現時点での環境学習エリア

の活用方法の考え方を表にしております。表の

一番左の列は、入札公告を行ったときの要求水

準書に記載しました項目で、環境関係団体、グ

ループの意見をとり入れた項目となっておりま

す。事業者は、これを参考にして提案を行って

おり、２列目が日立造船の提案となります。３

列目が、その提案等を執行部で検討し、整理し

た項目、一番右の列はその項目の概要となって

おりますが、項目ごとの説明は本日は省かせて

いただきます。 

 表の一番下の段は、要求水準書に記載のなか

った項目で、事業者独自に提案してきたもので

あります。リサイクル施設や焼却施設の見学通

路の壁などを利用して、絵や掲示物などにより

見学通路全体で施設紹介やごみに関する啓発を

行うことしております。この整理した内容につ

きましては、御意見をいただきました団体、グ

ループに説明を行い、意見交換を行うこととし

ております。なお、今、御説明をいたしました

管理棟内の部屋割り等につきましては、確定し

ているものではなく、廃棄物対策課や環境課と

も詳細を詰めていく必要があり、実施設計の中

で変更等の可能性があることを御了承くださ

い。 

 以上で管理棟の説明を終わらせていただきま

す。 

 続きまして、車庫棟・洗車棟の概要を御説明

いたします。図面をごらんください。３４ペー

ジの平面図になります。 

 図面の左側が資源物の収集車両用の車庫、４

トンの平ボディーが１２台駐車できます。施設

の中央は洗車スペース、倉庫、オイル交換のス

ペース、その右側が可燃物の収集車両用の車

庫、２トンパッカー車が縦列駐車で１６台駐車

できることになります。 

 次のページが施設の立面図となっておりま

す。 

 以上で車庫棟・洗車棟の説明を終わらせてい

ただきます。 

 続きまして、外構施設、緑地エリアの概要を

御説明いたします。図面をお開きいただきまし

て、３６ページをお開きください。 

 現時点での全体の配置図となっております。

図面の左側、廃棄物処理施設エリアが約３.１

ヘクタール、右側、緑地エリアが約２.５ヘク

タールになります。 

 次のページ、３７ページをお開きください。 

 場内の車両の動線図となっております。数種

類の車両の動線が合わさっておりますので、若

干複雑になっておりますが、廃棄物処理施設エ

リア内は一方通行となっております。なお、こ

の図面の右側の緑地エリア、色がついてない部

分の配置図につきましては、提案時の図面がそ

のまま載っておりますので、その点御了承いた

だきたいと思います。 

 次のページ、３８ページ、管理棟と同様、現

時点での緑地エリアの整備の考え方について記

載した資料となっております。 

 なお、台風１５号による災害廃棄物の受け入

れ対応の状況を鑑みますと、緑地エリアの有効

的な活用方法について、周辺関係者や関係部署

と協議を重ねながら、今後進めてまいります実

施設計の中で廃棄物処理、廃棄物の置き場とい

うのを検討していきたいと考えているところで
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ございます。 

 最後の３９ページにはパース図をつけており

ますが、本日委員会資料を作成するまでに新し

いパースが間に合っておりませんので、提案時

のパースをつけさせていただいております。新

しいパースができましたら配付をさせていただ

きたいと考えております。 

 以上で、外構施設、緑地エリアの説明を終わ

らせていただきます。 

 今月下旬には基本設計ができ上がり、来月１

０月から実施設計に入ってまいります。今後も

関係団体、関係部署とも十分な協議を重ねなが

ら、皆様に納得いただける実施設計を行ってい

きたいと考えております。 

 以上で環境センターの主な設備の基本設計の

概要の説明を終わらせていただきます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、本件につい

て何か質疑、御意見等はございませんか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 済いません。マテリア

ルリサイクル推進施設のことで、基本は今の分

別収集は変えないということだったですよね。

（｢はい」と呼ぶ者あり）缶類処理ラインのと

ころを少し説明していただいていいですか。ア

ルミと缶と分別したやつをどこで投入するかと

いうのがちょっと見えなかったもんですから。

済いませんが。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口環境セ

ンター建設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 缶類

の処理ということで、それでは、２５ページの

処理フローのほうをごらんいただきたいと思い

ます。ちょっとこちらの図面、大きくしており

ますので、そちらで御説明をしたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

 市の缶類は、アルミ缶もスチール缶もやって

おります。お手元の図面をちょっと大きくして

いるだけなんですけれども、ここの受け入れホ

ッパ、こちらのほうは、プラットホームよりも

下の部分、地下の部分になります。持ってきま

した缶類をショベルで、この受け入れのホッパ

に投入しますと、こちらのベルトコンベヤーを

通りまして、２階のここに運ばれてくる。２階

のほうに運ばれたのが、２階の部分になります

選別ライン、ベルトコンベヤーですけども、こ

ちらを通る間に異物を一応除去をしていただく

ということですけれども、それだけではなかな

か取り切れないところもありますので、まず、

磁選機のほうでまずスチール缶を取り除くとい

うことになります。それから、その取り除いた

スチール缶を下の圧縮機のほうに回されて、圧

縮される。そうしますと、今度はここの部分に

なりますけれども、ここがアルミ缶の選別機に

なります。アルミ缶に特殊な磁場をかけまし

て、アルミ缶だけをはね飛ばす形で分別しまし

て、それに選ばれなかったものはこちらの破砕

ごみラインに入っていく。アルミ缶のほうは下

のやはり圧縮機のほうに入っていくという形に

なります。以上の御説明でよろしかったでしょ

うか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 投入口は同じ口になる

けれども、ラインでその時間帯とかを分けてア

ルミを選別する時間帯とスチール等を使う時間

帯と何かそういう分け方とかなんかで対応して

いくということになるんですかね。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口環境セ

ンター建設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） これ
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は同時に、アルミ缶もスチール缶も同時に流れ

るという形で。一番最初に瓶類が入っている可

能性が、それを手選別で取り除くと。まだ、そ

のままアルミ缶とスチール缶は混合されたまま

流れていく。ここで磁選機でまずスチール缶の

ほうを取り除くという形になります。磁石で全

部取ってしまうという形になります。その後、

こちらの選別機で今度はアルミのほうに磁石

で、ちょっと渦電流というのをかける形で、ア

ルミ缶だけがちょっとはね飛ぶような形の選別

機がここに。そこの部分でアルミ缶とそのほか

の不燃物系のごみとかいうのが、ここで分別さ

れるという形になります。ですから、一応ここ

の途中まではアルミ缶もスチール缶も混ざった

状態で流れてくる。磁選機のほうでスチール缶

だけを取り除く。その後、アルミ缶だけとその

ほかの部分を取り除くという形になります。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） それはわかるんですけ

ど、せっかく市民が分けた分別をですね、同じ

口にがって入れて処理をされるみたいな感じに

聞こえるんですよね。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口環境セ

ンター建設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 済み

ません。市の収集では、缶類としか分別種目つ

くっておりません。各町内会では、市の収集に

出す場合はアルミ缶もスチール缶も同じかごの

中に入れていいですよという形で収集を行って

おります。町内会が、アルミ缶を有価物として

売却される町内会もございますので、その場合

はアルミ缶とスチール缶を分別されてる町内会

のほうもございます。市が収集してきます缶類

につきましては、アルミ缶もスチール缶も混ざ

った状態で入ってくるという形になります。た

だ、それぞれに分けましたとしても、やはり中

のほうには何かの勘違いでアルミ缶、スチール

缶混ざってる場合もございますので、必ずこの

処理ラインの中を通しまして、スチール缶なら

スチール缶のみを磁石で取り除く。アルミ缶は

磁場の力を使ってアルミ缶だけを取り除くとい

う装置を入れてるところでございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

 はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 今の八代生活環境、分

別の方法ばってん、八代生活環境とも若干違う

わけですか。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い、委員長。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口環境セ

ンター建設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） やは

り生活環境事務組合のクリーンセンターの処理

方式と八代市の処理方式、磁選機を入れたり入

れなかったりという施設内での処理方式が変わ

ることで、ちょっと収集体制も若干変わってる

かと思います。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、ほかにござ

いませんか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） 今、月２回行われて

いる資源物の収集、日曜日のですね、これはそ

のまま継続されるということが決まってますけ

れども、その場合のフローというのはこの２０

ページのフローになるんですかね。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い。 
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○委員長（成松由紀夫君） はい、山口環境セ

ンター建設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い。今、現時点で考えておりますのは、日曜日

の資源も、このマテリアルリサイクル施設の中

で分別をしていただくということで考えてると

ころでございます。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） ということは、この

２０ページにあるこのヤードのところに緑の部

分、ここを今で言うやり方のように車で巡回す

るということになるんですかね。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、山口環境セ

ンター建設課長。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） は

い。現時点では、この中に車で入っていただい

て、今の形状を、同じような形でやっていただ

くという方向で今考えております。ただ、今後

の協議の中で場所の問題でありますとか、車の

車両が最近多うなってきてるとこもございます

ので、検討をしていかなければならない部分も

残ってるかなというふうには考えてるところで

ございます。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、よろしいで

すか。ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

環境センター建設事業の進捗状況についてを終

了します。 

 当委員会の所管事務調査について、ほかに何

かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

所管事務調査２件についての調査を終了しま

す。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 所管事務調査２件については、なお調査を要

すると思いますので、引き続き閉会中の継続調

査の申し出をいたしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。 

 これをもちまして、建設環境委員会を散会い

たします。 

（午後１時５０分 閉会） 
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